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命
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係
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登
録
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指
定
に
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す
る
省
令

の
規
定
に
よ
り
登
録
検
査
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者
検
査
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研

修
機
関
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代
表
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た
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（
法
務
省
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〔
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告
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諸
事
項

官
庁証

票
無
効
、
旅
券
法
第
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
旅
券
の
返
納
命

令
に
関
す
る
通
知
関
係

裁
判
所

相
続
、
失
踪
、
除
権
決
定
、
破
産
、
特
別

清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
登

録
試
験
検
査
機
関
が
試
験
検
査
の
業
務
の

全
部
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
旨

を
公
示
す
る
件
（
厚
生
労
働
四
五
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〔
そ
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他
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示
〕

〇
返
納
を
命
じ
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旅
券
を
無
効
と
す
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件

（
外
務
七
一
）

〇
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
労
働
安
全
衛
生
法

及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及

び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
規
定
に
よ
り
登

録
型
式
検
定
機
関
の
代
表
者
の
氏
名
を
変

更
し
た
件
（
厚
生
労
働
四
六
）

〇
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命

令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令

の
規
定
に
よ
り
指
定
外
国
検
査
機
関
の
事

務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
件

（
同
四
七
、
四
八
）
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業

日
本
産
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規
格
（
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通
省
）
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働

船
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公
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（
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海
道
運
輸
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最
低
賃
金
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示
一
、
東
北

同
一
）

原
戸
籍
の
一
部
が
滅
失
し
た
件

（
法
務
省
告
示
配
二
九
）

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件
（
同
三
〇
）
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法

規

的
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登
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又
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試
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五
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目
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代
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p
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M
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M
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令和年月日 水曜日 第号官 報
〇
外
務
省
告
示
第
七
十
一
号

次
の
旅
券
は
、
旅
券
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
八
年
二
月
十
三
日
を
期
限
と
し
て
返
納
す
る
よ
う

命
じ
た
が
、
同
期
限
ま
で
に
返
納
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
八
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
左
記
冒

頭
に
記
載
の
失
効
年
月
日
に
効
力
を
失
っ
た
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

外
務
大
臣

茂
木

敏
充

記

失
効
年
月
日

令
和
八
年
二
月
十
三
日

発
行
年
月
日

令
和
四
年
一
月
十
七
日

旅
券
番
号

Ｔ
Ｔ
一
九
六
七
一
九
七

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
た
試
験
検
査
機
関
に
つ
い
て
、医
薬
品
、

医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
試
験

検
査
機
関
の
登
録
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
試

験
検
査
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
十
四
条
の
二
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
七
条

の
二
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
四
十
四
条
の
二
第
一
項
の
登
録
型
式
検
定
機
関
に
つ
い
て
、
同
法
第
五
十
四
条
の
二
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
六
条
第
四
項
第
二
号
の
代
表
者
の
氏
名
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
法
第
百
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指

定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
第
十
九
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
七
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
第
一
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
、
同
令
第
一
条
の
十
五
第
一
項
の
指
定
外
国
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
同
令

第
一
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
の
事
務
所
の
所
在
地
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
一

条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
十
八
号

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
第
一
条
の
十
六
の
規
定
に
よ
り
、
同
令
第
一
条
の
十
五
第
一
項
の
指
定
外
国
検
査
機
関
に
つ
い
て
、
同
令

第
一
条
の
十
三
第
三
項
第
三
号
の
事
務
所
の
所
在
地
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
令
第
一

条
の
二
十
五
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎
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名 称 住 所 変 更 前 の 代 表 者 の 氏 名 変 更 後 の 代 表 者 の 氏 名 変 更 年 月 日

中 央 労 働 災 害

防 止 協 会

東 京 都 港 区 芝

五 丁 目 三 十 五

番 二 号

十 倉 雅 和 筒 井 義 信 令 和 七 年 六 月

一 日

名 称 住 所 代 表 者

の 氏 名 事 務 所 の 名 称 事 務 所 の

所 在 地

型 式 検 定 を 行 う

こ と が で き る 機

械 等 の 種 類

登 録 年

月 日

Underwrite‑
rs Laborato‑
ries Taiwan
Co., Ltd.

No.260,
Daye Rd.,
Beitou Dist.,
Taipei City
112,Taiwan

陳 宗 弘

(Jonat‑
han
T.H.
Chen)

Underwrite‑
rs Laborato‑
ries Taiwan
Co., Ltd.

No. 2, Wen‑
ming 1st
St., Guishan
Dist.,
Taoyuan
City 333,
Taiwan

防 爆 構 造 電 気 機

械 器 具

令 和 七

年 八 月

二 十 八

日

KSC CO.,
LTD.

1106, Cheoi‑
nseongro,
Namsa‑eup,
Cheoin‑gu,
Yongin‑si,
Gyeonggi‑
do, Repub‑
lic of Korea

Sanghe
Kim

KSC CO.,
LTD.

1106, Cheoi‑
nseongro,
Namsa‑eup,
Cheoin‑gu,
Yongin‑si,
Gyeonggi‑
do, Repub‑
lic of Korea

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

上 ノ 谷

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

石 川 県 加 賀 市 山 中 温 泉 菅 谷 町 の 区 域 内 の 土 地

の う ち 、 次 の 一 点 か ら 二 十 一 点 ま で を 順 次 結 ん

だ 線 及 び 一 点 と 二 十 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た

土 地 の 区 域

１ 3613384272 13621458849

２ 3613384725 13621463522

３ 3613380805 13621471107

４ 3613371729 13621473035

５ 3613364619 13621473084

６ 3613359102 13621475574

７ 3613351577 13621472995

８ 3613346744 13621479403

９ 3613342038 13621482912

10 3613337518 13621485591

11 3613337312 13621485277

12 3613340075 13621480371

13 3613346729 13621471223

14 3613352418 13621467306

15 3613357750 13621468258

16 3613365107 13621459584

17 3613368698 13621457504

18 3613376579 13621456883

19 3613381979 13621456904

20 3613381932 13621455956

21 3613384879 13621457713

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

豊 田 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

石 川 県 七 尾 市 中 島 町 豊 田 の 区 域 内 の 土 地 の う

ち 、 次 の 一 点 か ら 十 一 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及

び 一 点 と 十 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区

域

１ 3706030330 13649505089

２ 3706030225 13649500983

３ 3706030843 13649495682

４ 3706024326 13649494923

５ 3706021100 13649490993

６ 3706023164 13649479339

７ 3706035697 13649471736

８ 3706045993 13649495639

９ 3706040216 13649511637

10 3706040172 13649514562

11 3706038868 13649514568

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

新 田 川

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

島 根 県 雲 南 市 大 東 町 下 久 野 の 区 域 内 の 土 地 の

う ち 、 次 の 一 点 か ら 九 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及

び 一 点 と 九 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3515497421 13259331218

２ 3515499258 13259342949

令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

〇 厚 生 労 働 省 告 示 第 四 十 九 号

労 働 安 全 衛 生 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 に 係 る 登 録 及 び 指 定 に 関 す る 省 令 （ 昭 和 四 十 七 年 労 働 省 令 第

四 十 四 号 ） 第 十 九 条 二 十 四 の 二 の 六 の 規 定 に よ り 、 同 令 第 十 九 条 の 二 十 四 の 二 の 五 第 一 項 の 登 録 検 査

業 者 検 査 員 研 修 機 関 に つ い て 、 同 令 第 十 九 条 の 二 十 四 の 二 の 三 第 二 項 第 二 号 の 代 表 者 の 氏 名 を 次 の よ

う に 変 更 す る 旨 の 届 出 が あ っ た の で 、 同 令 第 十 九 条 の 二 十 四 の 二 の 十 五 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎

〇 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 十 号

労 働 安 全 衛 生 法 （ 昭 和 四 十 七 年 法 律 第 五 十 七 号 ） 第 五 十 四 条 の 二 に お い て 準 用 す る 同 法 第 四 十 六 条

第 一 項 の 規 定 に よ り 、 同 法 第 四 十 四 条 の 二 第 一 項 の 登 録 型 式 検 定 機 関 を 登 録 し た の で 、 同 法 第 百 十 二

条 の 二 第 一 項 第 一 号 及 び 労 働 安 全 衛 生 法 及 び こ れ に 基 づ く 命 令 に 係 る 登 録 及 び 指 定 に 関 す る 省 令 （ 昭

和 四 十 七 年 労 働 省 令 第 四 十 四 号 ） 第 十 九 条 の 十 二 の 規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 厚 生 労 働 大 臣 上 野 賢 一 郎

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 六 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 七 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 八 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之





３ 3515491565 13259345109

４ 3515486344 13259330076

５ 3515468004 13259339702

６ 3515475291 13259326403

７ 3515488906 13259313618

８ 3515501543 13259313624

９ 3515497954 13259326754

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

ミ サ ゴ 谷

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

徳 島 県 那 賀 郡 那 賀 町 木 頭 の 区 域 内 の 土 地 の う

ち 、 次 の 一 点 か ら 九 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び

一 点 と 九 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3349510532 13418003157

２ 3349518179 13418003332

３ 3349520419 13418006046

４ 3349514397 13418019982

５ 3349511315 13418020919

６ 3349506896 13418017786

７ 3349501486 13418011644

８ 3349501464 13418007940

９ 3349508143 13418003473

点 北緯 東経

一 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

岡 ノ 谷 川 一

砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

愛 媛 県 今 治 市 長 沢 の 区 域 内 の 土 地 の う ち 、

次 の 一 点 か ら 十 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び 一

点 と 十 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区 域

１ 3359592759 13301573350

２ 3359585522 13301572358

３ 3359583636 13301569983

４ 3359576937 13301555087

５ 3359567475 13301543239

６ 3359569107 13301542066

７ 3359575130 13301541924

８ 3359596822 13301554849

９ 3359598801 13301557340

10 3359598370 13301566925

点 北緯 東経

二 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

岡 ノ 谷 川 二

砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

愛 媛 県 今 治 市 長 沢 の 区 域 内 の 土 地 の う ち 、

次 の 一 点 か ら 十 一 点 ま で を 順 次 結 ん だ 線 及 び

一 点 と 十 一 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た 土 地 の 区

域

１ 3400019474 13301573730

２ 3400013733 13301568376

３ 3400012772 13301565813

４ 3400018072 13301543008

５ 3400024295 13301536984

６ 3400029347 13301535049

７ 3400030672 13301535884

８ 3400028272 13301543706

９ 3400035627 13301562523

10 3400034903 13301566543

11 3400027585 13301573276

点 北緯 東経

三 砂 防 法 第 二 条 の 土 地 に 係 る 河 川 の 名 称

朝 倉 北 一 〇 一 号 谷

砂 防 法 第 二 条 の 土 地 の 表 示

愛 媛 県 今 治 市 朝 倉 北 の 区 域 内 の 土 地 の う

ち 、 次 の 一 点 か ら 二 十 二 点 ま で を 順 次 結 ん だ

線 及 び 一 点 と 二 十 二 点 を 結 ん だ 線 に 囲 ま れ た

土 地 の 区 域

１ 3400042175 13301408249

２ 3400040594 13301412592

３ 3400040161 13301419438

４ 3400041284 13301422410

５ 3400043670 13301421916

６ 3400047897 13301420161

７ 3400049363 13301425129

８ 3400055437 13301422545

９ 3400059189 13301426293

10 3400060381 13301429207

11 3400062439 13301444978

12 3400061312 13301449380

13 3400058379 13301451554

14 3400050313 13301437161

15 3400042350 13301439998

16 3400033735 13301440401

17 3400029813 13301445834

18 3400028706 13301445824

19 3400026778 13301436154

20 3400029114 13301424683

21 3400034909 13301421207

22 3400037565 13301408763

令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 九 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 十 号

砂 防 法 （ 明 治 三 十 年 法 律 第 二 十 九 号 ） 第 二 条 の

規 定 に よ り 、 同 条 の 土 地 を 次 の と お り 指 定 す る の

で 、 砂 防 法 施 行 規 程 （ 明 治 三 十 年 勅 令 第 三 百 八 十

二 号 ） 第 一 条 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日
国 土 交 通 大 臣 金 子 恭 之

〇 北 海 道 開 発 局 告 示 第 八 号

道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 自 動 車

専 用 道 路 を 指 定 す る の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 か ら 二 週 間 北 海 道 開 発 局 及 び 同 局 旭 川 開 発 建 設 部 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 北 海 道 開 発 局 長 遠 藤 達 哉

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 四 十 号

指 定 す る 道 路 の 部 分

区 間 幅 員 延 長

メ ー ト ル キ ロ メ ー ト ル

北 海 道 中 川 郡 音 威 子 府 村 字 音 威 子 府 一 二 八 番 二 か ら 同 郡 中 川

町 字 誉 八 六 五 番 二 地 先 ま で

一 二 〇 八 〜 二 九 五 一 五 一 八 四 五 四

指 定 す る 期 日 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

〇 北 海 道 開 発 局 告 示 第 九 号

道 路 法 （ 昭 和 二 十 七 年 法 律 第 百 八 十 号 ） 第 四 十 八 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 自 動 車

専 用 道 路 を 指 定 す る の で 、 同 条 第 四 項 の 規 定 に 基 づ き 、 告 示 す る 。

そ の 関 係 図 面 は 、 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 か ら 二 週 間 北 海 道 開 発 局 及 び 同 局 室 蘭 開 発 建 設 部 に お い て

一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日 北 海 道 開 発 局 長 遠 藤 達 哉

道 路 の 種 類 一 般 国 道

路 線 名 二 百 三 十 五 号

指 定 す る 道 路 の 部 分

区 間 幅 員 延 長

メ ー ト ル キ ロ メ ー ト ル

北 海 道 沙 流 郡 日 高 町 字 美 原 三 四 一 番 三 か ら 同 道 新 冠 郡 新 冠 町

字 高 江 七 〇 番 二 ま で

一 二 六 四 〜 一 二 五 四 八 九 七 八 五

指 定 す る 期 日 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日


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会
事
項

人
事
異
動

皇
室
事
項

令和年月日 水曜日 第号官 報

衆

議

院

常
任
委
員
長
選
任

二
月
二
十
日
議
院
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
各
常
任
委

員
長
を
選
任
し
た
。

内
閣
委
員
長

山
下

貴
司

総
務
委
員
長

古
川

康

法
務
委
員
長

井
上

英
孝

外
務
委
員
長

國
場
幸
之
助

財
務
金
融
委
員
長

武
村

展
英

文
部
科
学
委
員
長

斎
藤

洋
明

厚
生
労
働
委
員
長

大
串

正
樹

農
林
水
産
委
員
長

藤
井
比
早
之

経
済
産
業
委
員
長

工
藤

彰
三

国
土
交
通
委
員
長

冨
樫

博
之

環
境
委
員
長

宮
路

拓
馬

安
全
保
障
委
員
長

西
村

明
宏

国
家
基
本
政
策
委
員
長

柴
山

昌
彦

予
算
委
員
長

坂
本

哲
志

決
算
行
政
監
視
委
員
長

山
口

壯

懲
罰
委
員
長

斉
藤

鉄
夫

特
別
委
員
長
互
選

二
月
二
十
日
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
委
員
長
互
選
の

結
果
、
次
の
と
お
り
当
選
し
た
。

災
害
対
策
特
別
委
員
長

関

芳
弘

政
治
改
革
に
関
す
る
特
別
委
員
長

美
延

映
夫

沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特

別
委
員
長

島
尻
安
伊
子

北
朝
鮮
に
よ
る
拉
致
問
題
等
に
関

す
る
特
別
委
員
長

長
島

昭
久

消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員

長

笠

浩
史

東
日
本
大
震
災
復
興
及
び
原
子
力

問
題
調
査
特
別
委
員
長

西
銘
恒
三
郎

地
域
活
性
化
・
こ
ど
も
政
策
・
デ

ジ
タ
ル
社
会
形
成
に
関
す
る
特
別

委
員
長

丹
羽

秀
樹

憲
法
審
査
会
会
長
互
選

二
月
二
十
日
憲
法
審
査
会
に
お
い
て
、
会
長
互
選
の
結

果
、
次
の
と
お
り
当
選
し
た
。

憲
法
審
査
会
会
長

古
屋

圭
司

情
報
監
視
審
査
会
会
長
互
選

二
月
二
十
日
情
報
監
視
審
査
会
に
お
い
て
、
会
長
互
選

の
結
果
、
次
の
と
お
り
当
選
し
た
。

情
報
監
視
審
査
会
会
長

田

元

政
治
倫
理
審
査
会
会
長
互
選

二
月
二
十
日
審
査
会
に
お
い
て
、
会
長
互
選
の
結
果
、

次
の
と
お
り
当
選
し
た
。

政
治
倫
理
審
査
会
会
長

田
中

和

議
案
提
出

二
月
二
十
日
内
閣
か
ら
提
出
し
た
議
案
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

令
和
八
年
度
一
般
会
計
予
算

令
和
八
年
度
特
別
会
計
予
算

令
和
八
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算

財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債

の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

報
告
書
受
領

二
月
二
十
日
内
閣
か
ら
次
の
報
告
書
を
受
領
し
た
。

内
閣
府
設
置
法
第
六
十
七
条
第
一
項
及
び
国
家
行
政
組

織
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
七
年

十
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
十
七
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
行
政
組
織
の
新
設
改
廃
状
況
報
告
書

租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況
の
透
明
化
等
に
関
す
る
法

律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
租
税
特
別
措
置
の

適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る
報
告
書

又
同
日
内
閣
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
林
芳
正
か
ら
、
次

の
報
告
書
を
受
領
し
た
。

地
方
税
法
第
七
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く

地
方
税
に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等

に
関
す
る
報
告
書

見
込
額
書
受
領

二
月
二
十
日
内
閣
か
ら
次
の
見
込
額
書
を
受
領
し
た
。

地
方
交
付
税
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
く
令
和
八
年
度

地
方
団
体
の
歳
入
歳
出
総
額
の
見
込
額
書

議
事
日
程

二
月
二
十
四
日
の
議
事
日
程
は
次
の
と
お
り
。

議
事
日
程

第
三
号

令
和
八
年
二
月
二
十
四
日
（
火
曜
日
）

午
後
一
時
開
議

一

国
務
大
臣
の
演
説
に
対
す
る
質
疑

参

議

院

議
案
受
領
（
予
備
審
査
）

二
月
二
十
日
内
閣
か
ら
次
の
議
案
が
送
付
さ
れ
た
。

令
和
八
年
度
一
般
会
計
予
算
（
閣
予
第
一
号
）

令
和
八
年
度
特
別
会
計
予
算
（
閣
予
第
二
号
）

令
和
八
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算
（
閣
予
第
三
号
）

財
政
運
営
に
必
要
な
財
源
の
確
保
を
図
る
た
め
の
公
債

の
発
行
の
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
閣
法
第
一
号
）

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す

る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二
号
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
三

号
）

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四

号
）

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法

第
五
号
）

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第

六
号
）

議
案
付
託
（
予
備
審
査
）

二
月
二
十
日
議
長
は
、
次
の
内
閣
送
付
案
を
委
員
会
に

付
託
し
た
。

令
和
八
年
度
一
般
会
計
予
算
（
閣
予
第
一
号
）

令
和
八
年
度
特
別
会
計
予
算
（
閣
予
第
二
号
）

令
和
八
年
度
政
府
関
係
機
関
予
算
（
閣
予
第
三
号
）

予
算
委
員
会
に
付
託

質
問
主
意
書
提
出

二
月
二
十
日
議
員
か
ら
次
の
質
問
主
意
書
が
提
出
さ
れ

た
。点

字
版
選
挙
公
報
の
遅
延
及
び
投
票
環
境
の
不
備
に
関

す
る
質
問
主
意
書
（
石
垣
の
り
こ
提
出
）（
第
一
号
）

報
告
書
受
領

二
月
二
十
日
内
閣
か
ら
、
内
閣
府
設
置
法
第
六
十
七
条

第
一
項
及
び
国
家
行
政
組
織
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
く
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
二

月
十
七
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
行
政
組
織
の
新
設
改
廃
状

況
報
告
書
を
受
領
し
た
。

ま
た
、
同
日
内
閣
か
ら
、
地
方
交
付
税
法
第
七
条
の
規

定
に
基
づ
く
令
和
八
年
度
地
方
団
体
の
歳
入
歳
出
総
額
の

見
込
額
書
を
受
領
し
た
。

認
証
官
任
命
式

二
月
十
九
日
午
後
八
時
十
分
、
宮
中
に
お
い
て
、
デ
ジ

タ
ル
副
大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣
今
枝
宗
一
郎
、
復
興
副
大

臣
田
所
嘉

、復
興
副
大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣
瀬
戸
隆
一
、

内
閣
府
副
大
臣
岩
田
和
親
、
同
鈴
木
隼
人
、
同
津
島
淳
、

総
務
副
大
臣
堀
内
詔
子
、
同
高
橋
克
法
、
法
務
副
大
臣
三

谷
英
弘
、
外
務
副
大
臣
国
光
あ
や
の
、
同
堀
井
巌
、
財
務

副
大
臣
中
谷
真
一
、
同
舞
立
昇
治
、
文
部
科
学
副
大
臣
小

林
茂
樹
、
同
中
村
裕
之
、
厚
生
労
働
副
大
臣
長
坂
康
正
、

同
仁
木
博
文
、
農
林
水
産
副
大
臣
根
本
幸
典
、
同
山
下
雄

平
、
経
済
産
業
副
大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣
井
野
俊
郎
、
同

山
田
賢
司
、
国
土
交
通
副
大
臣
佐
々
木
紀
、
国
土
交
通
副

大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣
兼
復
興
副
大
臣
酒
井
庸
行
、
環
境

副
大
臣
青
山
繁
晴
、
環
境
副
大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣

清

人
及
び
防
衛
副
大
臣
兼
内
閣
府
副
大
臣
宮
﨑
政
久
の
認
証

官
任
命
式
が
行
わ
れ
た
。

御
祝
電

天
皇
陛
下
は
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
国
王
陛
下
の
御
誕
生
日
に

つ
き
、
二
月
二
十
日
御
祝
電
を
発
せ
ら
れ
た
。

天
皇
陛
下
は
、
エ
ス
ト
ニ
ア
の
独
立
記
念
日
に
つ
き
、

二
月
二
十
日
同
国
大
統
領
閣
下
へ
御
祝
電
を
発
せ
ら
れ

た
。

内

閣

中
田

宏

内
閣
府
大
臣
補
佐
官
に
任
命
す
る

小
野
田
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
を
補
佐
さ
せ
る
（
二
月
二

十
日
）

ま
た
、
同
日
内
閣
を
経
由
し
て
総
務
大
臣
か
ら
、
地
方

税
法
第
七
百
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
地
方
税

に
お
け
る
税
負
担
軽
減
措
置
等
の
適
用
状
況
等
に
関
す
る

報
告
書
を
受
領
し
た
。

ま
た
、
同
日
内
閣
か
ら
、
令
和
五
年
度
決
算
に
関
す
る

参
議
院
の
議
決
に
つ
い
て
講
じ
た
措
置
の
報
告
を
受
領
し

た
。ま

た
、
同
日
内
閣
か
ら
、
租
税
特
別
措
置
の
適
用
状
況

の
透
明
化
等
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
く
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
態
調
査
の
結
果
に
関
す
る

報
告
書
を
受
領
し
た
。





官 庁 報 告

令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

法 務

公 証 人 任 免

東 京 法 務 局 所 属 公 証 人 米 村 俊 郎 は 願 に よ り 公 証

人 を 免 ぜ ら れ た 。

野 下 智 之 は 公 証 人 に 任 命 さ れ 、 東 京 法 務 局 所 属

公 証 人 米 村 俊 郎 の 後 任 を 命 ぜ ら れ た 。（ 以 上 二 月 十

六 日 ）（ 法 務 省 ）

産 業

日本産業規格
令和８年２月25日に下記の日本産業規格を改正
したので、産業標準化法（昭和24年法律第185号）
第19条の規定に基づき公示する。
令和８年２月 25 日

国土交通大臣 金子 恭之
記

改正された日本産業規格
（日本産業標準調査会審議）
鉄道信号保安部品振動試験方法 Ｅ3014
鉄道信号用リレーの色別及び種標通
則

Ｅ3031

（内容省略）
備考 内容は、日本産業標準調査会ホーム
ページ（https://www.jisc.go.jp）において
閲覧に供する。また、国土交通省鉄道局技
術企画課、各地方運輸局鉄道部及び内閣府
沖縄総合事務局運輸部においても閲覧に供
する。

労 働

船員の特定最低賃金の改正に係る地方交通審議会
の意見に関する公示
北海道運輸局最低賃金公示第１号
北海道地方交通審議会から北海道内航鋼船運航
業及び木船運航業最低賃金（平成９年北海道運輸
局最低賃金公示第５号）、北海道海上旅客運送業
最低賃金（平成９年北海道運輸局最低賃金公示第
６号）、北海道漁業（沖合底びき網）最低賃金（平
成15年北海道運輸局最低賃金公示第２号）の改正
について意見の提出があったので、最低賃金法（昭
和34年法律第137号）第35条第４項の規定により
準用する同法第11条第１項及び船員の最低賃金に
関する省令（昭和34年運輸省令第35号）第７条第
１項の規定により、その要旨を公示する。

この意見に係る船員又はこれを使用する船舶所
有者（船員法（昭和22年法律第100号）第５条の
規定に基づき、船舶所有者に関する規定の適用を
受ける者を含む。）であって、この意見に異議のあ
る者は、異議の内容及び理由を記載した書面（様
式任意）に異議申出者の氏名又は名称及び連絡先
を付記して本日から15日以内に北海道運輸局海事
振興部船員労政課「郵便番号0600042北海道札
幌市中央区大通西10丁目」あて提出されたい。
令和８年２月 25 日

北海道運輸局長 井上 健二
北海道地方交通審議会の意見（要旨）

１．北海道内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃
金については、適用する船員に係る最低賃金額
の職員（船長を含む。）「267950円」を「278800
円」に、ただし書の職員「251500 円」を
「262350円」に、部員「209400円」を「220250
円」に、ただし書の海上経歴３年未満の部員
「200200円」を「211050円」にそれぞれ改正
することが適当である。
２．北海道海上旅客運送業最低賃金については、
適用する船員に係る最低賃金額の職員（船長を
含む。）「263800円」を「272300円」に、部員
「202950円」を「211450円」にそれぞれ改正
することが適当である。
３．北海道漁業（沖合底びき網）最低賃金につい
ては、適用する船員に係る最低賃金額「216500
円」を「226500円」に改正することが適当で
ある。

東北運輸局最低賃金公示第１号
東北地方交通審議会から東北内航鋼船運航業及
び木船運航業最低賃金（平成15年東北運輸局最低
賃金公示第２号）、東北海上旅客運送業最低賃金
（平成15年東北運輸局最低賃金公示第３号）、東
北漁業（沖合底びき網）最低賃金（平成15年東北
運輸局最低賃金公示第４号）及び東北漁業（大中
型まき網）最低賃金（平成15年東北運輸局最低賃
金公示第５号）の改正について答申があったので、
最低賃金法（昭和34年法律第137号）第35条第４
項の規定により準用する同法第11条第１項及び船
員の最低賃金に関する省令（昭和34年運輸省令第
35号）第７条第１項の規定により、その要旨を公
示する。

答申による意見に係る船員又はこれを使用する
船舶所有者（船員法（昭和22年法律第100号）第
５条の規定に基づき、船舶所有者に関する規定の
適用を受ける者を含む。）であって、この意見に異
議のある者は、異議の内容及び理由を記載した書
面（様式任意）に異議申出者の氏名又は名称及び
連絡先を付記して本日から15日以内に東北運輸局
海事振興部船員労政課「郵便番号9838537宮城
県仙台市宮城野区鉄砲町１番地」あて提出された
い。
令和８年２月 25 日

東北運輸局長 吉田 昭二
東北地方交通審議会の意見（要旨）

１．東北内航鋼船運航業及び木船運航業最低賃金
については、適用する船員に係る最低賃金額と
して、それぞれ、職員（船長を含む。）「268650
円」を「278750円」に、ただし書の課程修了
後の勤務時間が一定の期間に満たない職員
「252200円」を「262300円」に、部員「209550
円」を「219650円」に、ただし書の海上経歴
３年未満の部員「200400円」を「210500円」
に改正することが適当である。
２．東北海上旅客運送業最低賃金については、適
用する船員に係る最低賃金額として、それぞれ、
職員（船長を含む。）「263300円」を「272100円」
に、部員「201400円」を「209900円」に改正
することが適当である。
３．東北漁業（沖合底びき網）最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額として、
「219700円」を「229500円」に改正すること
が適当である。
４．東北漁業（大中型まき網）最低賃金について
は、適用する船員に係る最低賃金額として、
「218200円」を「227700円」に改正すること
が適当である。





公 告

令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

諸 事 項

証 票 無 効
法人．地方法人．復興特別法人．所得．復興特
別所得．消費．印紙．地方消費（譲渡割）税に関
する質問検査章
令和７年４月１日交付 第令６000000021号
都城税務署 財務事務官 北山 匠悟 名義分
令和７年12月15日亡失
上記のとおり証票亡失の届出があったので、亡
失の日以降無効とする。
令和８年２月 25 日 国 税 庁





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

相続財産清算人の選任及び相
続権主張の催告





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

失踪に関する届出の催告

失踪宣告取消






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

除 権 決 定

破産手続開始及び免責許可申
立てに関する意見申述期間

破産手続開始






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

破産手続終結

破産債権の届出期間及び一般
調査期日






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

書面による計算報告

免責許可申立てに関する意見
申述期間

特別清算開始
令和８年（ヒ）第１号
北九州市若松区今光２丁目９番29号
清算株式会社 若松商事株式会社
代表清算人 野口 幸久
１ 決定年月日 令和８年２月12日
２ 主文 清算株式会社につき特別清算の開始を
命ずる。

福岡地方裁判所小倉支部第１民事部

特別清算終結
令和７年（ヒ）第１８号
埼玉県鴻巣市赤見台４丁目10番13号
清算株式会社 株式会社太陽造型
代表清算人 宮田 晃子
１ 決定年月日 令和８年２月12日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

さいたま地方裁判所第３民事部
令和７年（ヒ）第１００３号
長野県千曲市上山田温泉１丁目69番地３
清算株式会社 株式会社春栄企画
代表清算人 若林 正樹
１ 決定年月日 令和８年２月12日
２ 主文 本件特別清算手続を終結する。

長野地方裁判所上田支部

特別清算協定認可

令和７年（ヒ）第２０９１号
東京都新宿区西新宿３丁目７番１号
清算株式会社 株式会社アリアドネ・インター
ナショナル・コンサルティング
代表清算人 松井 欣也
１ 決定年月日 令和８年２月10日
２ 主文 次の協定を認可する。

協定
１ 定義
本協定案において、別紙の表に記載の債権
者を協定債権者とする。
２ 協定債権の免除
各協定債権者は、清算株式会社に対し、本
協定の認可の決定が確定した日に、各協定債
権並びに解散日（令和７年８月21日）の翌日
以後の利息債権・遅延損害金請求権等の付随
する債権の全額につき、その債務を免除する。
３ 新たな財産が発見された場合の取扱い
前記２記載の協定債権の免除後、清算株式
会社に新たな財産が発見された場合であっ
て、当該財産が換価可能であり、かつ、換価
により弁済原資が発生すると認められるとき
には、清算株式会社は、これを速やかに換価
し、換価代金から必要な費用を控除した残額
を、各協定債権者に対して、各協定債権額の
割合に応じて按分して弁済する（１円未満の
端数は切り捨てる）。弁済は、各協定債権者が
別途指定する銀行口座に振り込む方法により
実施する（振込手数料は清算会社の負担とす
る）。この場合、前記２に基づく債務免除の効
力は、当該弁済額の範囲で遡って失われるも
のとする。
４ 共益的債権及び優先債権の取り扱い
特別清算手続その他清算業務を遂行するた
めに必要な費用等の共益的な債権、国税徴収
法又はその例により徴収することができる債
権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権
は、随時全額を弁済する。
（別紙省略）

以上
東京地方裁判所民事第20部
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令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続開始





令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

小規模個人再生による再生手
続廃止

給与所得者等再生による再生
手続開始

給与所得者等再生による再生
計画案についての意見聴取

給与所得者等再生による再生
計画認可

所在等不明共有者の持分の取
得の裁判に関する異議の催告






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

所有者不明土地及び建物管理
命令に関する異議の催告

所有者不明土地管理命令に関
する異議の催告






令
和

年

月


日
水
曜
日

第




号

官
報

所有者不明建物管理命令に関
する異議の催告

会 社 そ の 他 の 公 告

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 の 権 利 義 務 全 部 を 承

継 し て 存 続 し 乙 は 解 散 す る こ と に い た し ま し た 。

効 力 発 生 日 は 令 和 八 年 四 月 一 日 で あ り 、 両 社 の

株 主 総 会 の 承 認 決 議 は 令 和 八 年 一 月 十 六 日 に 終 了

し て お り ま す 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 八 年 二 月 十 八 日

掲 載 頁 四 十 二 頁 （ 号 外 第 三 十 四 号 ）

（ 乙 ） 掲 載 紙 官 報

掲 載 の 日 付 令 和 八 年 二 月 十 八 日

掲 載 頁 四 十 一 頁 （ 号 外 第 三 十 四 号 ）

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

北 海 道 釧 路 郡 釧 路 町 桂 四 丁 目 一 五 番 地

（ 甲 ） 丸 善 木 材 株 式 会 社

代 表 取 締 役 鈴 木 一 浩

北 海 道 厚 岸 郡 浜 中 町 茶 内 旭 三 丁 目 三 番 地

（ 乙 ） 株 式 会 社 イ チ ム ラ

代 表 取 締 役 石 川 加 太

合 併 公 告

左 記 会 社 は 合 併 し て 甲 は 乙 及 び 丙 の 権 利 義 務 全

部 を 承 継 し て 存 続 し 乙 及 び 丙 は 解 散 す る こ と に い

た し ま し た 。

こ の 合 併 に 対 し 異 議 の あ る 債 権 者 は 、 本 公 告 掲

載 の 翌 日 か ら 一 箇 月 以 内 に お 申 し 出 下 さ い 。

な お 、 最 終 貸 借 対 照 表 の 開 示 状 況 は 次 の と お り

で す 。

（ 甲 ） 掲 載 紙 日 刊 工 業 新 聞

掲 載 の 日 付 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

掲 載 頁 二 頁

（ 乙 ） 掲 載 紙 日 刊 工 業 新 聞

掲 載 の 日 付 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

掲 載 頁 二 頁

（ 丙 ） 掲 載 紙 日 刊 工 業 新 聞

掲 載 の 日 付 令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

掲 載 頁 二 頁

令 和 八 年 二 月 二 十 五 日

茨 城 県 稲 敷 市 沼 田 二 六 二 九 番 地 一

（ 甲 ） 株 式 会 社 ア グ リ 総 研

代 表 取 締 役 手 塚 俊 行

東 京 都 荒 川 区 西 尾 久 七 丁 目 五 七 番 八 号

（ 乙 ） 株 式 会 社 ク リ ー ン フ ァ ー ム

代 表 取 締 役 椎 名 功

東 京 都 荒 川 区 西 尾 久 七 丁 目 五 七 番 八 号

（ 丙 ） 日 栄 環 境 ラ イ フ 株 式 会 社

代 表 取 締 役 松 平 康 弘






令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
九
日

掲
載
頁

一
一
五
頁
（
号
外
第
三
十
五
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
九
日

掲
載
頁

一
〇
七
頁
（
号
外
第
三
十
五
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

茨
城
県
石
岡
市
柏
原
一
番
地
七

（
甲
）
株
式
会
社
川
村
運
送
店

代
表
取
締
役

岡
村

直
樹

茨
城
県
石
岡
市
柏
原
一
番
地
七

（
乙
）
ア
イ
ビ
ー
シ
ー
ア
ク
セ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
村

直
樹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
一
五
二
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
一
五
九
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

栃
木
県
小
山
市
大
字
飯
塚
一
七
二
八
番
地

（
甲
）
ハ
イ
ビ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

澤
辺

正
人

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
東
二
丁
目
一
三
番
三
四
号

（
乙
）
Ｈ
Ｖ
Ｃ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

澤
辺

正
人

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
十
四
日

掲
載
頁

一
三
三
頁
（
号
外
第
一
八
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
一
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
二
〇
五
号
）

（
丙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
一
日

掲
載
頁

五
十
八
頁
（
号
外
第
二
〇
五
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
一
丁
目
四
番
地
一
Ｋ
Ｔ
Ｔ
１

ビ
ル
二
Ｆ

（
甲
）
株
式
会
社
フ
ル
コ
ー

代
表
取
締
役

香
山

大
輝

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
一
丁
目
四
番
地
一
Ｋ
Ｔ
Ｔ
１

ビ
ル
二
Ｆ

（
乙
）
株
式
会
社
フ
ル
コ
ー
Ｌ
ｉ
ｎ
ｋ

代
表
取
締
役

香
山

大
輝

大
阪
府
東
大
阪
市
高
井
田
中
三
丁
目
一
〇
番
七
号

（
丙
）
株
式
会
社
Ｗ
Ｅ
Ｓ
Ｏ
Ｌ

代
表
取
締
役

香
山

大
輝

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
十
日

掲
載
頁

二
頁

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

二
二
〇
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
佐
倉
市
鏑
木
町
五
一
番
地

（
甲
）
岩
渕
薬
品
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩
渕

磨

千
葉
県
佐
倉
市
鏑
木
町
五
一
番
地

（
乙
）
あ
し
た
ば
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岩
渕

磨

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。（
甲
は
旧
商
号
株
式
会
社
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス
東
日
本

販
売
で
の
開
示
）

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

一
〇
二
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
二
十
六
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
二
五
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
市
川
市
鬼
高
三
丁
目
三
二
番
一
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
オ
ー
ト
バ
ッ
ク
ス
関
東
販
売

代
表
取
締
役

稲
葉

学
雄

埼
玉
県
熊
谷
市
肥
塚
一
三
五
五
番
地
一

（
乙
）
株
式
会
社
ブ
ル
ー
・
オ
ー
シ
ャ
ン

代
表
取
締
役

岩
元

常
緑

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。な

お
、
甲
は
効
力
発
生
日
を
も
っ
て
、
商
号
を
ジ
ャ
パ

ン
フ
ー
ズ
株
式
会
社
と
変
更
し
、
本
店
を
千
葉
県
長
生
郡

長
柄
町
皿
木
二
〇
三
番
地
一
に
移
転
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
七
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

十
九
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
一
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
Ｊ
Ａ
Ｆ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
島

聖
介

千
葉
県
長
生
郡
長
柄
町
皿
木
二
〇
三
番
地
一

（
乙
）
ジ
ャ
パ
ン
フ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

船
戸

謙
治

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

掲
載
頁

二
〇
五
頁
（
号
外
第
一
六
七
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
二
日

掲
載
頁

二
〇
五
頁
（
号
外
第
一
六
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
四
番
一
二
号

（
甲
）
シ
ー
ド
テ
ッ
ク
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
原

大
輔

東
京
都
港
区
芝
三
丁
目
一
五
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
ア
ラ
イ
ヴ

代
表
取
締
役

増
田

智
紀

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
三
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
二
六
五
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
三
日

掲
載
頁

六
十
頁
（
号
外
第
二
六
五
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
野
区
本
町
一
丁
目
三
番
一
二
号

（
甲
）
金
剛
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

溝
口

秀
二

東
京
都
中
野
区
本
町
一
丁
目
三
番
一
二
号

（
乙
）
株
式
会
社
日
本
金
剛
砥
石
製
作
所

代
表
取
締
役

溝
口

秀
二





令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。な
お
、

最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.a
o
zo
ra -im

.co
.jp
/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.a
o
zo
ra -sec.co

.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
六
丁
目
一
番
地
一

（
甲
）
あ
お
ぞ
ら
投
信
株
式
会
社

代
表
取
締
役

橋
本

明
美

東
京
都
千
代
田
区
麹
町
六
丁
目
一
番
地
一

（
乙
）
あ
お
ぞ
ら
証
券
株
式
会
社

代
表
取
締
役

奥
村

洋
之

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
二
十
九
日

掲
載
頁

一
一
二
頁
（
号
外
第
一
九
六
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
一
番
一
号

（
甲
）株

式
会
社
G
E
N
O
V
A

代
表
取
締
役

平
瀬

智
樹

東
京
都
渋
谷
区
渋
谷
二
丁
目
二
一
番
一
号

（
乙
）株

式
会
社
G
E
N
O
V
A
D
E
S
iG
N

代
表
取
締
役

大
石

誠
貴

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
（
甲

株
式
九
万
株
を
含
む
）
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

掲
載
頁

七
十
四
頁
（
号
外
第
二
六
二
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
二
十
八
日

掲
載
頁

七
十
五
頁
（
号
外
第
二
六
二
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
一
六
番
一
九
号

（
甲
）
渡
辺
電
機
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原
田

陽
平

東
京
都
渋
谷
区
神
宮
前
六
丁
目
一
六
番
一
九
号

（
乙
）
渡
辺
電
機
製
造
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原
田

陽
平

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
二
月
十
七
日
に
終
了

し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
付
官
報
（
号
外
第
一
三

九
号
）
一
三
八
頁

（
乙
）
令
和
七
年
六
月
二
十
三
日
付
官
報
（
号
外
第
一
三

九
号
）
一
一
五
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
大
田
区
石
川
町
二
丁
目
一
番
一
号

（
甲
）
エ
ル
シ
ー
ア
イ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
橋

一
穂

東
京
都
大
田
区
石
川
町
二
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
エ
ス
シ
ー
ア
イ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
面

一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
両
社
の

株
主
総
会
の
承
認
決
議
（
甲
は
会
社
法
第
三
一
九
条
第
一

項
に
基
づ
く
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
株
主
全

員
の
同
意
）
は
令
和
七
年
十
月
三
十
一
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

八
十
九
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
五
九
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
日

掲
載
頁

三
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
葛
飾
区
奥
戸
二
丁
目
六
番
一
〇
号

（
甲
）
京
成
バ
ス
東
京
株
式
会
社

代
表
取
締
役

檜
山

雅
紀

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
乙
）
京
成
バ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

浩
一

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
四
日

掲
載
頁

七
十
二
頁
（
号
外
第
一
七
七
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
五
日

掲
載
頁

四
十
二
頁
（
号
外
第
一
七
八
号
）

（
丙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

六
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
九
番
九
号

（
甲
）
株
式
会
社
セ
ー
ル
ス
パ
ー
ト
ナ
ー

代
表
取
締
役

日
髙

誠
一

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
四
番
一
〇
号

（
乙
）
ひ
ま
わ
り
イ
ン
サ
イ
ト
ジ
ャ
パ
ン
株
式

会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

盛
太

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
四
番
一
〇
号

（
丙
）
株
式
会
社
オ
ー
ビ
ッ
ト

代
表
取
締
役

坂
口

路
将

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

掲
載
頁

九
十
六
頁
（
号
外
第
十
四
号
）

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
二
十
二
日

掲
載
頁

八
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
墨
田
区
横
網
一
丁
目
一
〇
番
五
号
Ｋ
Ｏ
Ｋ

Ｕ
Ｇ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｎ
Ｆ
Ｒ
Ｏ
Ｎ
Ｔ
Ｂ
Ｕ
Ｉ
Ｌ
Ｄ
Ｉ
Ｎ
Ｇ

二
階

（
甲
）
Ｒ
Ｈ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

周

泰
鳳

東
京
都
墨
田
区
横
網
一
丁
目
一
〇
番
五
号

（
乙
）
レ
ッ
ド
ホ
ー
ス
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
株

式
会
社

代
表
取
締
役

江
頭

哲
也

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
江
東
区
東
砂
二
丁
目
一
四
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｔ
Ｍ
Ｋ
Ｒ

代
表
取
締
役

木
村

友
彦

東
京
都
江
東
区
東
砂
二
丁
目
一
四
番
五
号

（
乙
）
パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

木
村

友
彦

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
四
丁
目
一
四
番
一
号

（
甲
）
Ｄ
Ｏ
Ｗ
Ａ
サ
ー
モ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

株
式
会
社

代
表
取
締
役

信
耕

望

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
浮
島
町
一
九
番
地
一
号

（
乙
）
東
熱
興
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

青
井

浩
典





令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
合
併
に
よ
り
ガ
デ
リ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社
（
乙
、
住
所
東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁

目
一
番
一
号
）
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙

は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
八
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
一
番
一
号

ガ
デ
リ
ウ
ス
・
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ヨ
ス
タ
・
テ
ィ
レ
フ
ォ
ー
シ
ュ

合
併
公
告

当
社
（
乙
）
は
、
合
併
に
よ
り
ガ
デ
リ
ウ
ス
・
イ
ン
ダ

ス
ト
リ
ー
株
式
会
社
（
甲
、
住
所
東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁

目
一
番
一
号
）
に
権
利
義
務
全
部
を
承
継
さ
せ
て
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
八
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
四
頁
（
号
外
第
八
十
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
七
丁
目
一
番
一
号

ガ
デ
リ
ウ
ス
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

ヨ
ス
タ
・
テ
ィ
レ
フ
ォ
ー
シ
ュ

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
新
宿
一
丁
目
一
〇
番
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
マ
ー
ス
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ

代
表
取
締
役

江
藤

征
弘

神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
神
戸
町
一
三
四
Ｙ

Ｂ
Ｐ
ウ
エ
ス
ト
タ
ワ
ー

（
乙
）
株
式
会
社
マ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
東
海

代
表
取
締
役

近
山

茂
明

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
六
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
三
十
二
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
六
日

掲
載
頁

八
十
九
頁
（
号
外
第
三
十
二
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
芝
五
丁
目
二
六
番
三
〇
号

（
甲
）
Ｔ
ｒ
ｏ
ａ
ｘ
セ
ー
フ
テ
ィ
シ
ス
テ
ム
ズ

株
式
会
社

代
表
取
締
役

竹
内

克
彦

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区
新
横
浜
三
丁
目
二
〇
番

地
一
二

（
乙
）
Ｓ
Ａ
Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
野

弘
行

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

（
乙
・
丙
）

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
九
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
美
し
が
丘
一
丁
目
八
番

地
一

Ｂ
一
〇
一
〇
号

（
甲
）
株
式
会
社
Ｅ
ｍ
ｐ
ｏ
ｗ
ｅ
ｒ

代
表
取
締
役

金
子

徹

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
美
し
が
丘
一
丁
目
六
番

地
四

（
乙
）
株
式
会
社
Ｒ
ｅ
ａ
ｌ

Ｅ
ｄ
ｇ
ｅ

代
表
取
締
役

金
子

徹

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
美
し
が
丘
一
丁
目
八
番

地
一

Ｂ
一
〇
一
〇
号

（
丙
）
株
式
会
社
Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ

Ｏ
ａ
ｓ
ｉ
ｓ

代
表
取
締
役

金
子

徹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
九
日

掲
載
頁

一
一
八
頁
（
号
外
第
三
十
五
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
九
日

掲
載
頁

一
一
七
頁
（
号
外
第
三
十
五
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

横
浜
市
中
区
尾
上
町
四
丁
目
五
七
番
地
横
浜
尾
上

町
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
八
階

（
甲
）
株
式
会
社
Ｏ
Ｎ

代
表
取
締
役

金

理

沙

東
京
都
台
東
区
元
浅
草
四
丁
目
一
〇
番
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｓ
Ｔ
Ｈ

代
表
取
締
役

李

龍

主

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
（
令
和
八
年
三
月
九
日
付
で

富
山
市
奥
田
町
九
番
三
二
号
に
本
店
移
転
予
定
）
は
乙
の

権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
及
び
（
乙
）

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

富
山
市
高
木
二
〇
〇
〇
番
地

（
甲
）
北
日
本
物
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

東
狐

光
俊

滋
賀
県
長
浜
市
曽
根
町
東
山
森
一
八
〇
三
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
リ
ビ
ッ
ク
長
浜

代
表
取
締
役

島
林

正
樹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
五
一
頁
（
号
外
第
一
三
九
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日

掲
載
頁

一
一
〇
頁
（
号
外
第
一
三
九
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
三
丁
目
三
五
番
一
号

（
甲
）
中
京
綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本
健
一
郎

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
枇
杷
島
二
丁
目
六
番
二
八
号

（
乙
）
Ａ
Ｌ
Ｓ
Ｏ
Ｋ
愛
知
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
田

隆

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
一
日

掲
載
頁

十
四
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
北
区
太
融
寺
町
五
番
一
五
号
梅
田
イ
ー
ス

ト
ビ
ル
二
階
・
三
階

（
甲
）
株
式
会
社
ト
ラ
イ
ト
キ
ャ
リ
ア

代
表
取
締
役

齋
藤

玄
太

大
阪
市
北
区
曽
根
崎
二
丁
目
一
二
番
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
ト
ラ
イ
ト
キ
ャ
リ
ア

代
表
取
締
役

錦
織

騎
正





令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
、
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を

承
継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
二
十
八
日

掲
載
頁

八
十
八
頁
（
号
外
第
十
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
宝
塚
市
安
倉
中
二
丁
目
四
番
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
シ
ン
リ
ュ
ウ

代
表
取
締
役

山
砥

浩

兵
庫
県
宝
塚
市
安
倉
中
二
丁
目
四
番
八
号

（
乙
）
株
式
会
社
シ
ン
リ
ュ
ウ
ト
ラ
ス
ト

代
表
取
締
役

山
砥

浩

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
法
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
合
併
を
決

定
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
甲
は
乙
の
全
株
式
を
所
有
し

て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
合
併
に
よ
る
甲
の
新
株
式
の
発
行

及
び
資
本
金
の
額
の
増
加
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
各
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
〇
三
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
尼
崎
市
中
浜
町
一
〇
番
地
一

（
甲
）
神
鋼
鋼
線
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

北
山

修
二

兵
庫
県
加
古
川
市
尾
上
町
今
福
一
二
八
番
地

（
乙
）
尾
上
ロ
ー
プ
加
工
株
式
会
社

代
表
取
締
役

須
堯

正
二

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
三
十
日

掲
載
頁

一
六
七
頁
（
号
外
第
一
四
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
戸
市
中
央
区
脇
浜
海
岸
通
一
丁
目
五
番
一
号

（
甲
）
シ
ス
メ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

浅
野

薫

兵
庫
県
姫
路
市
夢
前
町
宮
置
三
二
三
の
三

（
乙
）
シ
ス
メ
ッ
ク
ス
メ
デ
ィ
カ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
橋
恵
美
子

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
及
び
丙
の
権
利
義
務
全

部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
及
び
丙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
を
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
頁

（
乙
・
丙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
西
宮
市
和
上
町
一
番
一
六
号
日
本
生
命
西

宮
ビ
ル
三
階

（
甲
）
株
式
会
社
メ
デ
ィ
カ
ル
ユ
ア
ー
ズ

代
表
取
締
役

吉
田

圭
吾

大
阪
市
淀
川
区
西
中
島
四
丁
目
一
三
番
二
四
号

花
原
第
三
ビ
ル
八
〇
四
号
室

（
乙
）
有
限
会
社
ア
イ
メ
デ
ィ
カ
ル

代
表
取
締
役

吉
田

圭
吾

大
阪
市
淀
川
区
西
中
島
四
丁
目
一
三
番
二
四
号

花
原
第
三
ビ
ル
八
〇
四
号
室

（
丙
）
有
限
会
社
ア
イ
エ
ム
メ
デ
ィ
カ
ル

代
表
取
締
役

吉
田

圭
吾

合
併
公
告

左
記
会
社
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と

し
て
、
甲
が
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、

乙
は
解
散
す
る
吸
収
合
併
（
以
下
「
本
件
合
併
」
と
い
い

ま
す
。）を
行
い
ま
す
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
本
件
合
併
は
、
甲
は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
二

項
、乙
は
会
社
法
第
七
八
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

株
主
総
会
の
承
認
を
経
ず
に
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

本
件
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
三
十
日

掲
載
頁

一
四
一
頁
（
号
外
第
二
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
一
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

代
表
取
締
役

久
保

允
誉

東
京
都
品
川
区
東
品
川
一
丁
目
二
番
五
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｐ
Ｔ
Ｎ

代
表
取
締
役

浅
田

亨

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
各
社
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の

と
お
り
で
す
。

（
甲
・
乙
・
丙
・
丁
）

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

長
崎
県
島
原
市
新
馬
場
町
八
八
〇
番
地

（
甲
）
島
原
食
糧
販
売
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岸
川

徹

長
崎
県
島
原
市
大
手
原
町
甲
二
一
三
〇
番
地
三
〇

（
乙
）
島
原
み
そ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

瀨

洋
邦

長
崎
県
島
原
市
大
手
原
町
甲
二
一
三
〇
番
地
二
九

（
丙
）
長
崎
物
流
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
永

慎
也

長
崎
県
島
原
市
新
馬
場
町
八
八
〇
番
地

（
丁
）
株
式
会
社
太
陽
の
め
ぐ
み

代
表
取
締
役

岸
川

徹

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
、
丙
及
び
丁
の
権
利
義

務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
、
丙
及
び
丁
は
解
散
す

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
、
乙
、
丙
及
び
丁
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開

示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
七
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

（
乙
・
丙
・
丁
）

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
八
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
甲
）
大
分
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
大
分
市
田
中
町
三
丁
目
一
〇
番
三
号

（
乙
）
南
大
分
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
佐
伯
市
駅
前
二
丁
目
五
番
三
号

（
丙
）
佐
伯
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
国
東
市
武
蔵
町
古
市
一
一
二
三
番
地
一

（
丁
）
株
式
会
社
エ
ア
ポ
ー
ト
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー

代
表
取
締
役

二
美

合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
権
利
義
務
全
部
を
承

継
し
て
存
続
し
、乙
は
解
散
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
八
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
中
津
市
大
字
下
池
永
六
〇
番
地
一

（
甲
）
中
津
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
日
田
市
淡
窓
一
丁
目
二
番
八
号

（
乙
）
日
田
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美





令和年月日 水曜日 第号官 報
合
併
公
告

左
記
会
社
は
合
併
し
て
甲
は
乙
の
大
分
シ
テ
ィ
タ
ク

シ
ー
株
式
会
社
（
本
店
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号
）

及
び
中
津
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社
（
本
店
大
分
県
中

津
市
大
字
下
池
永
六
〇
番
地
一
）
と
の
会
社
分
割
後
の
権

利
義
務
全
部
を
承
継
し
て
存
続
し
、
乙
は
解
散
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
合
併
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
甲
及
び
乙
の
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は

次
の
と
お
り
で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
四
七
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
ホ
ー
ル

デ
ィ
ン
グ
ス代

表
取
締
役

二
美

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
乙
）
ク
リ
ス
タ
ル
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
温
泉
旅
館
の
営

業
事
業
等
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承

継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
二
日

掲
載
頁

一
〇
七
頁
（
号
外
第
三
十
号
）

（
乙
）
掲
載

宮
古
毎
日
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
八
日

掲
載
頁

八
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

札
幌
市
中
央
区
南
一
条
西
四
丁
目
一
三
番
地

（
甲
）
エ
ム
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

森
岡

幸
人

札
幌
市
南
区
小
金
湯
二
四
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
松
の
湯
旅
館

代
表
取
締
役

陰
元

潤
一

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
千
葉
営
業
所
事

業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ

る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

五
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
成
田
市
花
崎
町
七
五
〇
番
地
の
一

（
甲
）
京
成
バ
ス
千
葉
イ
ー
ス
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

宮
本

貴
史

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
乙
）
京
成
バ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

浩
一

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
業
部
に
お
け

る
各
営
業
所
及
び
出
張
所
に
関
わ
る
事
業
並
び
に
業
務
部

に
お
け
る
研
修
所
業
務
を
除
く
全
て
の
事
業
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
三
日

掲
載
頁

二
八
五
頁
（
号
外
第
一
六
八
号
）

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
甲
）
京
成
電
鉄
バ
ス
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株

式
会
社

代
表
取
締
役

齋
藤

隆

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
乙
）
京
成
バ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

浩
一

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
松
戸
営
業
所
及

び
市
川
営
業
所
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
六
日

掲
載
頁

九
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
浦
安
市
千
鳥
一
二
番
五

（
甲
）
京
成
バ
ス
千
葉
ウ
エ
ス
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

藤
本

剛
弘

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
乙
）
京
成
バ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

浩
一

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
新
都
心
営
業

所
、
習
志
野
出
張
所
、
長
沼
営
業
所
及
び
新
習
志
野
高
速

営
業
所
、
並
び
に
業
務
部
の
う
ち
研
修
所
業
務
に
関
わ
る

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
八
日

掲
載
頁

五
頁

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
一
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

千
葉
県
船
橋
市
栄
町
一
丁
目
一
〇
番
一
〇
号

（
甲
）
京
成
バ
ス
千
葉
セ
ン
ト
ラ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

原

一
彰

千
葉
県
市
川
市
八
幡
三
丁
目
三
番
一
号

（
乙
）
京
成
バ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
藤

浩
一

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
有
限
会
社
茂
山
工

務
店
（
乙
、
住
所
東
京
都
江
戸
川
区
西
葛
西
八
丁
目
三
番

五
号
）
の
上
下
水
道
工
事
、
給
排
水
衛
生
設
備
工
事
そ
の

他
の
建
設
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
江
戸
川
区
西
葛
西
八
丁
目
三
番
五
号

株
式
会
社
茂
山
工
務
店

代
表
取
締
役

茂
山
麗
偉
子

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
建
設
事
業
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
及
び

乙
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
一
月
二
十
六
日

に
終
了
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
三
十
一
日

掲
載
頁

一
七
五
頁
（
号
外
第
二
四
二
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
文
京
区
本
郷
一
丁
目
三
四
番
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
本
郷
建
設

代
表
取
締
役

民
部
田

復

東
京
都
文
京
区
本
郷
一
丁
目
三
四
番
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
松
下
環
境
産
業

代
表
取
締
役
社
長

有
馬

庸
介

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
を
し
て
、
甲
は
乙
の
東
京
拠
点

に
お
け
る
ク
リ
ー
ン
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
ジ
ョ
ブ
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
事
業
及
び
総
務
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
サ
ー
ビ
ス
事

業
、
東
京
及
び
大
阪
拠
点
に
お
け
る
受
付
窓
口
事
業
、
並

び
に
新
宿
メ
ー
ル
サ
ー
ビ
ス
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
四
日

掲
載
頁

一
一
六
頁
（
号
外
第
一
六
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
四
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
ベ
ネ
ッ
セ
ス
マ
イ
ル
メ
イ
ト

代
表
取
締
役
社
長

渡
邉

健

東
京
都
多
摩
市
落
合
一
丁
目
三
四
番
地

（
乙
）
株
式
会
社
ベ
ネ
ッ
セ
ビ
ジ
ネ
ス
メ
イ
ト

代
表
取
締
役
社
長

渡
邉

健





令和年月日 水曜日 第号官 報

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
Ｒ
ｅ
ｓ
ｋ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｃ
ａ
ｍ
ｐ
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://rc.p

erso
l -g
ro
u
p
.co
.jp
/

co
m
p
a
n
y
/p
u
b
lic.h
tm
l

（
乙
）h

ttp
s://p
erso
l -d
g
v
.co
.jp
/p
u
b
lic -n

o
tice/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
江
東
区
豊
洲
三
丁
目
二
番
二
〇
号

（
甲
）
株
式
会
社
パ
ー
ソ
ル
総
合
研
究
所

代
表
取
締
役

岩
田

亮

東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
一
五
番
五
号

（
乙
）
パ
ー
ソ
ル
デ
ジ
タ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
ズ
株

式
会
社

代
表
取
締
役

長
井

利
仁

吸
収
分
割
公
告

当
社（
甲
）は
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ズ
（
乙
、
住
所
東
京
都
千

代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
三
号
）
の
テ
ク
ニ
カ
ル
サ

ポ
ー
ト
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
分
割
に
対
し
て
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告

掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
四
三
頁
（
号
外
第
一
一
七
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日

掲
載
頁

一
三
五
頁
（
号
外
第
一
一
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
八
番
三
号

株
式
会
社
Ｂ
Ｒ
Ｅ
Ｘ
Ａ

Ｔ
ｅ
ｃ
ｈ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ

ｇ
ｙ

代
表
取
締
役

山
﨑

高
之

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
機

器
の
販
売
・
レ
ン
タ
ル
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
令
和
八
年

三
月
二
十
五
日
ま
で
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://w

w
w
.a
lp
h
a -g
rp
.co
.jp
/

ir/ib
ra
ry
/a
ffilia

tes/

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.a
lp
h
a -g
rp
.co
.jp
/

ir/ib
ra
ry
/a
ffilia

tes/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
東
一
丁
目
二
六
番
二
〇
号

（
甲
）
ア
ル
フ
ァ
エ
レ
ワ
ー
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

西
野

裕

東
京
都
渋
谷
区
東
一
丁
目
二
六
番
二
〇
号

（
乙
）
ア
ル
フ
ァ
エ
ネ
シ
ア
株
式
会
社

代
表
取
締
役

新
田

沙
衣

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
Ｒ
ｅ
ｓ
ｋ

ｉ
ｌ
ｌ
ｉ
ｎ
ｇ

Ｃ
ａ
ｍ
ｐ
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）h

ttp
s://p
erso
l -d
g
v
.co
.jp
/p
u
b
lic -n

o
tice/

（
乙
）h

ttp
s://p
erso
l -in
n
o
v
a
tio
n
.co
.jp
/

co
m
p
a
n
y
/p
u
b
lic -n

o
tice/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
一
五
番
五
号

（
甲
）
パ
ー
ソ
ル
デ
ジ
タ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー
ズ
株

式
会
社

代
表
取
締
役

長
井

利
仁

東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
一
五
番
五
号

（
乙
）
パ
ー
ソ
ル
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

大
浦

征
也

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
二
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
央
区
東
日
本
橋
三
丁
目
五
番
八
号

（
甲
）
株
式
会
社
ス
ト
ッ
ク

代
表
取
締
役

濵
中
隆
之
介

兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
妻
鹿
七
九
一
番
地
の
一
〇

（
乙
）
株
式
会
社
ス
ト
ッ
ク

代
表
取
締
役

濵
中
隆
之
介

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
コ
ン
サ
ー
ト

ホ
ー
ル
事
業
を
除
く
事
業
（
プ
ラ
イ
ム
事
業
、
Ｔ
＆
Ｅ
事

業
及
び
子
会
社
事
業
並
び
に
こ
れ
ら
に
付
随
又
は
関
連
す

る
事
業
を
含
み
ま
す
。）に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
、

乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公

告
し
ま
す
。

こ
の
吸
収
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
三
二
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
道
玄
坂
二
丁
目
二
九
番
五
号

（
甲
）
株
式
会
社
セ
ゾ
ン
プ
ラ
イ
ム

代
表
取
締
役
社
長

若
命

宏
尚

東
京
都
豊
島
区
東
池
袋
三
丁
目
一
番
一
号

（
乙
）
株
式
会
社
コ
ン
チ
ェ
ル
ト

代
表
取
締
役
社
長

江
口

隆
光

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
遊
技
場
（
所
在

東
京
都
杉
並
区
上
荻
一
丁
目
一
〇
番
一
二
号
荻
窪
東
亜
会

館
一
階
、二
階
、三
階

名
称
オ
リ
エ
ン
タ
ル
パ
サ
ー
ジ
ュ

荻
窪
）
経
営
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ

れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
一
月
十
七
日

掲
載
頁

九
頁

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
二
日

掲
載
頁

一
二
七
頁
（
号
外
第
三
十
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
三
丁
目
二
番
一
号

（
甲
）
株
式
会
社
メ
ッ
セ

代
表
取
締
役

宮
本

君
夫

東
京
都
千
代
田
区
内
神
田
三
丁
目
一
六
番
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
Ｄ
Ａ
Ｙ
ブ
レ
イ
ク

代
表
取
締
役

岩
谷

和
馬

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
各
種
業
界
へ
の

市
場
情
報
の
提
供
並
び
に
日
用
品
市
場
及
び
エ
ネ
ル
ギ
ー

市
場
へ
の
市
場
デ
ー
タ
、
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
、
ニ
ュ
ー
ス
及

び
イ
ン
サ
イ
ト
の
提
供
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
二
八
階

（
甲
）
Ｓ
＆
Ｐ
グ
ロ
ー
バ
ル
ジ
ャ
パ
ン
合
同
会
社

代
表
社
員

ア
イ
エ
イ
チ
エ
ス
・
マ
ー
ク

イ
ッ
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
・
リ
ミ
テ
ッ
ド

職
務
執
行
者

ス
マ
ル
コ
・
マ
・
ケ
・
ホ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号
丸
の

内
北
口
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

（
乙
）
Ｉ
Ｈ
Ｓ
マ
ー
ク
イ
ッ
ト
ジ
ャ
パ
ン
合
同

会
社

代
表
社
員

ア
イ
エ
イ
チ
エ
ス
・
マ
ー
ク

イ
ッ
ト
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ

ス
・
リ
ミ
テ
ッ
ド

職
務
執
行
者

ス
マ
ル
コ
・
マ
・
ケ
・
ホ

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
に
対
し
て
、
甲
の

「
不
動
産
の
流
動
化
及
び
流
動
化
に
よ
り
獲
得
す
る
資
金

の
再
投
資
（
回
転
）
を
目
的
と
し
た
社
有
地
の
開
発
・
分

譲
等
事
業
並
び
に
賃
貸
等
事
業
」
に
係
る
権
利
義
務
を
承

継
さ
せ
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

九
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

（
甲
）
東
日
本
旅
客
鉄
道
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

喜
㔟

陽
一

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
六
号

（
乙
）
Ｊ
Ｒ
東
日
本
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田
﨑

政
史





令和年月日 水曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
に
対
し
て
、
甲
の

分
譲
住
宅
事
業
に
係
る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
、
乙
は
そ

れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。効

力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

掲
載
頁

一
七
九
頁
（
号
外
第
一
四
四
号
）

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁

九
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
二
丁
目
二
番
二
号

（
甲
）
株
式
会
社
ジ
ェ
イ
ア
ー
ル
東
日
本
都
市

開
発

代
表
取
締
役
社
長

根
本

英
紀

東
京
都
新
宿
区
新
宿
四
丁
目
一
番
六
号

（
乙
）
Ｊ
Ｒ
東
日
本
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

田
﨑

政
史

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
北
海
道
雨
竜
郡

秩
父
別
町
字
秩
父
別
一
八
四
六

九
二
他
に
お
け
る
太
陽

光
発
電
事
業
、
北
海
道
旭
川
市
江
丹
別
町
中
園
一
四
他
に

お
け
る
太
陽
光
発
電
事
業
、
北
海
道
川
上
郡
弟
子
屈
町
字

弟
子
屈
四
一
八

二
他
に
お
け
る
太
陽
光
発
電
事
業
及
び

北
海
道
上
川
郡
清
水
町
字
清
水
七
二
九

一
他
に
お
け
る

太
陽
光
発
電
事
業
に
係
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ

を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
杉
並
区
清
水
一
丁
目
一
二
番
二
号

（
甲
）
ソ
ー
ラ
ー
コ
ス
モ
合
同
会
社

代
表
社
員

一
般
社
団
法
人
ブ
ル
ー
エ
ナ

ジ
ー
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

職
務
執
行
者

小
口

裕
太

東
京
都
港
区
芝
大
門
二
丁
目
一
二
番
三
号
共
生
ビ

ル
二
号
館
七
階
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー
会
計
事
務
所
内

（
乙
）
ソ
ー
ラ
ー
マ
イ
ル
合
同
会
社

代
表
社
員

ソ
ー
ラ
ー
マ
イ
ル
ホ
ー
ル
デ
ィ

ン
グ
ス
一
般
社
団
法
人

職
務
執
行
者

岡
田

育
大

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
甲
は
、
乙
が
管
理
運
営

す
る
ガ
ン
ダ
ム
事
業
、
映
像
製
作
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
事
業

及
び
放
送
代
理
店
事
業
に
属
す
る
資
産
、
債
務
、
契
約
そ

の
他
の
権
利
義
務
を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
六
日

掲
載
頁

三
頁

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.so
tsu
.co
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
バ
ン
ダ
イ
ナ
ム
コ
フ
ィ
ル
ム

ワ
ー
ク
ス

代
表
取
締
役

浅
沼

誠

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
創
通

代
表
取
締
役

難
波

秀
行

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
甲
は
、
乙
が
保
有
す
る

株
式
会
社
創
通
音
楽
出
版
の
株
式
の
全
て
（
四
〇
〇
株
）

を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
三
日

掲
載
頁

四
頁

（
乙
）h

ttp
s://w

w
w
.so
tsu
.co
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
八
番
一
四
号

（
甲
）
株
式
会
社
バ
ン
ダ
イ
ナ
ム
コ
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
ラ
イ
ブ

代
表
取
締
役

垰

義
孝

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号

（
乙
）
株
式
会
社
創
通

代
表
取
締
役

難
波

秀
行

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
、
甲
は
、
乙
が
管
理
運
営

す
る
音
楽
出
版
事
業
に
属
す
る
資
産
、
債
務
、
契
約
そ
の

他
の
権
利
義
務
を
承
継
し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
日

掲
載
頁

七
十
二
頁
（
号
外
第
一
三
八
号
）

（
乙
）
掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
三
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
杉
並
区
荻
窪
四
丁
目
三
〇
番
一
六
号

（
甲
）
株
式
会
社
創
通
音
楽
出
版

代
表
取
締
役

難
波

秀
行

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
一
八
番
一
四
号

（
乙
）
株
式
会
社
バ
ン
ダ
イ
ナ
ム
コ
ミ
ュ
ー

ジ
ッ
ク
ラ
イ
ブ

代
表
取
締
役

垰

義
孝

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
通
信
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

し
、
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
四
日

掲
載
頁

一
一
四
頁
（
号
外
第
二
三
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
七
番
七
号

（
甲
）
Ｎ
ｅ
ｏ
Ｓ
ｐ
ｈ
ｅ
ｒ
ｅ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

坂
本

真
一

東
京
都
港
区
六
本
木
七
丁
目
七
番
七
号

（
乙
）
レ
ン
ド
リ
ー
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

リ
ー
・
シ
ン
イ
ー

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ

ナ
ル
ウ
ェ
ザ
ー
ウ
ェ
ア
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継

し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
二
月
十
九
日

掲
載
頁

六
十
六
頁
（
号
外
第
二
七
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
八
番
七
号

（
甲
）
株
式
会
社
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
ウ
ェ

ザ
ー
ウ
ェ
ア
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

八
木

洋
三

東
京
都
港
区
六
本
木
一
丁
目
八
番
七
号

（
乙
）
株
式
会
社
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
ジ
ャ
パ
ン

代
表
取
締
役

八
木

洋
三

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
イ
ク
ヨ

（
乙
、
住
所
神
奈
川
県
厚
木
市
上
依
知
三
〇
一
九
番
地
）

の
グ
ル
ー
プ
経
営
管
理
事
業
及
び
資
産
管
理
事
業
を
除
く

乙
が
営
む
一
切
の
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
厚
木
市
上
依
知
三
〇
一
九
番
地

イ
ク
ヨ
オ
ー
ト
モ
ー
テ
ィ
ブ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

孫

峰

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
環
境
計
量
事
業

に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
九
日

掲
載
頁

一
七
一
頁
（
号
外
第
一
三
六
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
三
日

掲
載
頁

八
十
七
頁
（
号
外
第
一
三
九
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

静
岡
県
島
田
市
向
島
町
四
三
七
九
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
レ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

寺
井

敬
雄

静
岡
県
島
田
市
向
島
町
四
三
七
九
番
地

（
乙
）
新
東
海
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ク
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

丹
羽

公
彦





令和年月日 水曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
業
部
門
に
関

す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
甲
は
会

社
法
第
七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
法
第
七
八
四
条
第
一

項
に
基
づ
き
株
主
総
会
の
承
認
決
議
を
経
ず
に
会
社
分
割

を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出

済

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
三
日

掲
載
頁
六
十
頁
（
号
外
一
五
二
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

愛
知
県
名
古
屋
市
瑞
穂
区
須
田
町
二
番
五
六
号

（
甲
）
日
本
碍
子
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

小
林

茂

山
口
県
美
祢
市
大
嶺
町
東
分
字
岩
倉
二
七
〇
一
番
一

（
乙
）
Ｎ
Ｇ
Ｋ
エ
レ
ク
ト
ロ
デ
バ
イ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

冨
山

裕

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

レ
ス
ト
ラ
ン
経
営
事
業
の
一
部
に
関
し
て
有
す
る
権
利
義

務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま

し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
三
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
二
十
四
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

三
重
県
松
阪
市
市
場
庄
町
一
一
三
六
番
地

（
甲
）
株
式
会
社
ネ
オ
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

代
表
取
締
役

伊
藤

実

三
重
県
伊
勢
市
小
木
町
五
七
八
番
地
の
一

（
乙
）
株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル

代
表
取
締
役

伊
藤

実

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
社
交
飲
食

店
に
係
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙

は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
日

掲
載
頁

一
二
七
頁
（
号
外
第
二
二
七
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
九
日

掲
載
頁

一
五
七
頁
（
号
外
第
五
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
甲
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

大
助

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
乙
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ

Ｓ
ｔ
ｏ

ｒ
ｙ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

永
田

賢
弘

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
社
交
飲
食

店
に
係
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙

は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
二
十
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
日

掲
載
頁

一
二
七
頁
（
号
外
第
二
二
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
甲
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

Ｃ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
株
式

会
社

代
表
取
締
役

中
林

哲
一

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
乙
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

Ｗ
ｅ
ｓ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

松
本

大
助

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
営
む
社
交
飲
食

店
に
係
る
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙

は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公

告
掲
載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
日

掲
載
頁

九
十
四
頁
（
号
外
第
二
十
九
号
）

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
九
月
十
七
日

掲
載
頁

五
十
七
頁
（
号
外
第
二
〇
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
甲
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

Ｏ
ｓ
ａ
ｋ
ａ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
林

哲
一

大
阪
市
西
区
新
町
三
丁
目
六
番
一
〇
号

（
乙
）
Ｉ
Ｎ
Ｓ
Ｏ
Ｕ

ａ
ｌ
ｐ
ｈ
ａ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

中
見

大
介

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
名
古
屋
エ
リ
ア

事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

九
十
一
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
五
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
一
七
〇
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
大
阪
市
北
区
堂
島
一
丁
目
六
番
二
〇
号
堂

島
ア
バ
ン
ザ

（
甲
）
株
式
会
社
マ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
西
日
本

代
表
取
締
役

秋
山

裕
和

神
奈
川
県
横
浜
市
保
土
ケ
谷
区
神
戸
町
一
三
四
Ｙ

Ｂ
Ｐ
ウ
エ
ス
ト
タ
ワ
ー

（
乙
）
株
式
会
社
マ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
ズ
東
海

代
表
取
締
役

近
山

茂
明

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
大
阪
・
三
木
・

高
松
・
広
島
・
福
岡
・
宮
崎
を
起
点
と
す
る
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
（
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
）
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
甲
）
泉
海
商
運
西
日
本
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
乙
）
泉
海
商
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
新
富
士
・
み
よ

し
・
名
古
屋
・
富
山
・
福
井
を
起
点
と
す
る
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
（
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
）
に
関
す
る
権

利
義
務
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

五
十
四
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
甲
）
泉
海
商
運
中
部
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
乙
）
泉
海
商
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治





令和年月日 水曜日 第号官 報
吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
仙
台
・
成
田
・

札
幌
を
起
点
と
す
る
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
）
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
二
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
三
十
四
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
甲
）
泉
海
商
運
東
日
本
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治

大
阪
府
和
泉
市
平
井
町
三
〇
七
番
地
一

（
乙
）
泉
海
商
運
株
式
会
社

代
表
取
締
役

岡
山

健
治

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
の
不
動
産
事
業
に

関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
し
乙
は
そ
れ
を
承
継
さ

せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
の
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お

り
で
す
。

（
甲
）
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
乙
）
掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
二
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
妻
鹿
七
九
一
番
地
の
一
〇

（
甲
）
株
式
会
社
緑
開
発

代
表
取
締
役

濵
中
健
太
郎

兵
庫
県
姫
路
市
飾
磨
区
妻
鹿
七
九
一
番
地
の
一
〇

（
乙
）
株
式
会
社
ス
ト
ッ
ク

代
表
取
締
役

濵
中
隆
之
介

吸
収
分
割
公
告

当
社
（
甲
）
は
、
吸
収
分
割
に
よ
り
株
式
会
社
フ
ィ
ー

ル
ド
（
乙
、
住
所
広
島
県
呉
市
広
文
化
町
一
番
二
号
）
の

パ
チ
ン
コ
店
の
経
営
に
関
す
る
権
利
義
務
を
承
継
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
二
二
九
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
十
五
日

掲
載
頁

五
十
九
頁
（
号
外
第
二
二
九
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

広
島
県
呉
市
広
文
化
町
一
番
六
号

株
式
会
社
グ
ラ
ン
ド

代
表
取
締
役

山
本

基
甫

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
に
病
院
・
介
護
施

設
向
け
の
給
食
受
託
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
の
一
部
を

承
継
さ
せ
乙
は
そ
れ
を
承
継
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。効

力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
五
日

掲
載
頁

一
二
四
頁
（
号
外
第
一
四
三
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
二
十
七
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
一
四
六
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

福
岡
県
糟
屋
郡
新
宮
町
緑
ケ
浜
四
丁
目
一
七
番
二

二
号

（
甲
）
株
式
会
社
な
の
花
九
州

代
表
取
締
役

大
野

繁
樹

東
京
都
調
布
市
調
布
ケ
丘
三
丁
目
六
番
地
三

（
乙
）
シ
ダ
ッ
ク
ス
フ
ー
ド
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堤

祐
輔

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
が
営
む
本
社
営
業

所
（
所
在
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号
）
及
び
坂
ノ
市

営
業
所
（
所
在
大
分
市
坂
ノ
市
南
一
丁
目
一
番
三
号
）
に

お
け
る
事
業
に
関
す
る
一
切
の
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
七
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
四
七
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
甲
）
大
分
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
乙
）
ク
リ
ス
タ
ル
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

吸
収
分
割
公
告

左
記
会
社
は
吸
収
分
割
し
て
甲
は
乙
が
営
む
中
津
営
業

所
（
所
在
大
分
県
中
津
市
大
字
下
池
永
六
〇
番
地
一
）
に

お
け
る
事
業
に
関
す
る
一
切
の
権
利
義
務
を
承
継
し
乙
は

そ
れ
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

（
甲
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
五
八
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

（
乙
）
掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
四
七
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
分
県
中
津
市
大
字
下
池
永
六
〇
番
地
一

（
甲
）
中
津
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

大
分
県
大
分
市
原
川
二
丁
目
三
番
四
号

（
乙
）
ク
リ
ス
タ
ル
シ
テ
ィ
タ
ク
シ
ー
株
式
会
社

代
表
取
締
役

二
美

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
グ
ラ

ン
ア
ー
ツ
（
住
所
東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
一
五
番
二

二
号
）
に
対
し
て
当
社
の
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
事
業
に
関
す

る
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で

公
告
し
ま
す
。

当
社
の
株
主
総
会
の
承
認
決
議
は
令
和
八
年
三
月
二
十

五
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
南
青
山
一
丁
目
一
五
番
二
二
号

有
限
会
社
グ
ラ
ン
ア
ー
ツ

取
締
役

浅
川

祐
子
（
上
田

祐
子
）

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る合

同
会
社
Y
'S

（
住
所
、東
京
都
大
田
区
新
蒲
田
二
丁
目
二
三
番
一
六
号
）

に
対
し
て
当
社
の
資
産
管
理
事
業
に
関
す
る
権
利
義
務
を

承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま
す
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

計
算
書
類
の
公
告
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

横
浜
市
青
葉
区
つ
つ
じ
が
丘
一
番
地
一
四
号

有
限
会
社
Y
's

代
表
取
締
役

安
福

孝
之

新
設
分
割
公
告

当
社
は
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
大
松
株
式
会
社

（
兵
庫
県
西
宮
市
高
木
東
町
一
九
番
一
四
号
）
に
対
し
て

当
社
の
営
む
不
動
産
管
理
に
係
る
事
業
に
関
し
て
有
す
る

権
利
義
務
の
一
部
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
一
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
西
宮
市
高
木
東
町
一
九
番
一
四
号

高
松
不
動
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

阪
上

剛

新
設
分
割
公
告

当
社
は
、
新
設
分
割
に
よ
り
新
設
す
る
株
式
会
社
大
橋

（
住
所
福
岡
市
博
多
区
金
の
隈
二
丁
目
二
番
二
九
号
）
に

対
し
て
当
社
の
不
動
産
賃
貸
事
業
に
関
し
て
有
す
る
権
利

義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
会
社
分
割
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
二
十
七
日

掲
載
頁

九
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

福
岡
市
博
多
区
金
の
隈
二
丁
目
二
番
二
九
号

株
式
会
社
大
橋
造
園
土
木

代
表
取
締
役

大
橋

優





令和年月日 水曜日 第号官 報
組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

札
幌
市
手
稲
区
前
田
九
条
十
七
丁
目
二
番
二
六
号

合
同
会
社
Ｂ
ｏ
ｎ
ｉ
ｔ
ａ

代
表
社
員

ラ
ン
ダ
ザ
ヴ
ァ
ー
ル
サ
ミ
ゲ
ル
瞳

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
入
間
市
大
字
野
田
一
四
五
五
番
地
四

合
同
会
社
ワ
ン
ド
不
動
産

代
表
社
員

向
井

裕
亮

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
東
五
軒
町
二

一
六
Ｄ
ｅ
Ｌ
Ｃ
Ｃ

Ｓ
神
楽
坂
一
Ｆ

栄
光
合
同
会
社

代
表
社
員

宋

正

奎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
一
丁
目
一
番
一
七
号
細
川
ビ
ル

七
〇
四

合
同
会
社
Ｋ
ｉ
ｍ
ｉ
ｔ
ｏ

代
表
社
員

瀧
口

清
恵

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
世
田
谷
区
新
町
二
丁
目
二
番
一
六
号
六
〇
一

合
同
会
社
レ
ゲ
エ
ザ
イ
オ
ン

代
表
社
員

渡
辺

卓

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
組
織
変
更

後
の
商
号
は
Ａ
Ｃ
テ
ク
ノ
シ
ェ
ア
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

横
浜
市
港
北
区
日
吉
一
丁
目
七
番
二
六
号

Ａ
Ｃ
テ
ク
ノ
シ
ェ
ア
合
同
会
社

代
表
社
員

白
﨑

俊
一

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
組
織
変
更

後
の
商
号
は
、
ま
ご
こ
ろ
・
さ
ぽ
ー
と
株
式
会
社
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
三
浦
市
南
下
浦
町
上
宮
田
一
三
三
四
番

地
一
二

三
浦
海
岸
ハ
イ
ツ
一
三

一
三
一
二

合
資
会
社
三
浦
屋

代
表
社
員

齋
藤

正
吉

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
三
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
イ
ン
ペ
カ
エ
ネ
ル
ギ
ー
株
式
会
社
と
し
ま

す
。こ

の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
町
一
四
七
六

一

ｃ
ａ
ｓ
ａ
．
ｖ
ｉ
ｌ
ｌ
ａ
６
Ｅ

合
同
会
社
イ
ン
ペ
カ
ブ
ル

代
表
社
員

鑓
田

武

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
１
ｂ
ａ
ｃ
ｋ
ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
株
式
会
社
と

し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
相
模
原
市
緑
区
西
橋
本
五
丁
目
四
番
二

一
号
さ
が
み
は
ら
産
業
創
造
セ
ン
タ
ー
一
三
一
二

号
室

１
ｂ
ａ
ｃ
ｋ
ｏ
ｆ
ｆ
ｉ
ｃ
ｅ
合
同
会
社

代
表
社
員

岩
﨑
奈
緒
己

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
四
月
一
日
で
あ
り
、
組
織
変

更
後
の
商
号
は
ヒ
ル
ビ
ッ
グ
株
式
会
社
と
し
ま
す
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
横
浜
市
緑
区
東
本
郷
六
丁
目
五
番
四

四
〇
五
号

Ｈ
ｉ
ｌ
ｌ
Ｂ
ｉ
ｇ
合
同
会
社

代
表
社
員

岡
本

大
輝

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

愛
知
県
あ
ま
市
木
折
上
柳
一
九
番
地
三

ケ
イ
テ
ッ
ク
合
同
会
社

代
表
社
員

金
子

晃

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
府
堺
市
美
原
区
小
平
尾
一
二
四
番
地
九

合
同
会
社
は
な
さ
く

代
表
社
員

山
本

幸
恵

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

広
島
市
中
区
白
島
北
町
一
一

一
二

合
同
会
社
プ
リ
メ
イ
ド
ラ
ボ

代
表
社
員

大
窪

竹
虎

組
織
変
更
公
告

当
社
は
、
株
式
会
社
に
組
織
変
更
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
組
織
変
更
に
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

鹿
児
島
市
西
坂
元
町
一
九
番
八
号

合
同
会
社
南
州
企
画

代
表
社
員

株
式
会
社
Ｊ
Ｓ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

職
務
執
行
者

佐
藤

充
郎

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
三

一
二

三
神

保
町
ス
リ
ー
ビ
ル
八
階

株
式
会
社
シ
ン
リ
ュ
ウ
・
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

河
合

隆
信

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
九
千
七
百
二
十
四
万
六

百
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
令
和
八
年
三
月
三
日
に
予
定
し
て
お
り

ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
墨
田
区
緑
二
丁
目
一
四
番
一
五
号

杉
田
エ
ー
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

杉
田

裕
介

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、資
本
金
の
額
を
二
十
四
億
五
千
万
円
減
少
し
、

一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
伝
馬
町
一
〇
番
一
一
号

Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｓ
．
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

世
良

綾
嗣





令和年月日 水曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
五
百
万
円
減
少
し
九
千

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
あ
わ
せ
て
、
減
少

す
る
資
本
金
の
額
の
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
六
日

掲
載
頁

六
十
一
頁
（
号
外
第
二
十
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
高
輪
二
丁
目
一
七

一
一
オ
ー
ク
高

輪
ビ
ル
五
階

Ｔ
ｅ
ｒ
ｒ
ａ

Ｍ
ｏ
ｔ
ｏ
ｒ
ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

高
橋

成
典

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
万
三
千
六
百
七
十
四
円

減
少
し
、
減
少
す
る
資
本
金
の
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
日

掲
載
頁

四
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
七
番
一
号
東
京
ポ
ー
ト

シ
テ
ィ
竹
芝

Ｔ
ａ
ｂ
ｉ
ｓ
ｔ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
野
﨑
亮
太

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
五
千
三
百
二
十
万
三
千

百
九
十
六
円
減
少
し
五
千
万
円
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
九
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
大
京
町
二
二
番
地
一

株
式
会
社
ｎ
ｏ
ｂ
ｉ
ｔ
ｅ
ｌ

代
表
取
締
役

黒
川

将
大

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
六
億
四
千
四
百
二
十
六
万
千

五
百
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
六
月
十
七
日

掲
載
頁

十
二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
央
区
八
丁
堀
二
丁
目
一
四
番
一
号

ハ
コ
ベ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

狹
間

健
志

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
円
減
少
し
、
一
億
円
と

す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
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令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
一
〇
番
四
号

日
本
鋳
銅
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

雅
文

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
億
五
万
円
減
少
し
一
億

円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
江
東
区
東
砂
二
丁
目
一
四
番
五
号

株
式
会
社
Ｔ
Ｍ
Ｋ
Ｒ

代
表
取
締
役

木
村

友
彦

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
一
億
七
百
四
十
三
万
三

百
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
江
東
区
東
砂
二
丁
目
一
四
番
五
号

パ
ラ
マ
ウ
ン
ト
ベ
ッ
ド
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株

式
会
社

代
表
取
締
役

木
村

友
彦

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
五
千
円
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁
目
三
番
一
号

Ｊ
Ｇ
３
４
株
式
会
社

代
表
取
締
役

加
地

倫
文

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
八
億
二
千
四
百
八
十
七
万
四

千
三
百
七
十
五
円
減
少
し
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
十
八
日

掲
載
頁

三
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二
丁
目
二
番
地
一

株
式
会
社
リ
セ

代
表
取
締
役

藤
田

美
樹

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
円
減
少
し
、
五
千
万
円

と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
二
十
六
日
で
あ
り
、
株

主
総
会
の
決
議
は
、
令
和
八
年
二
月
六
日
に
終
了
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
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令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
八
丁
目
一
七
番
一
号
住
友

不
動
産
新
宿
グ
ラ
ン
ド
タ
ワ
ー
三
九
階

ア
ニ
コ
ム
先
進
医
療
研
究
所
株
式
会
社

代
表
取
締
役

堀
江

亮

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
八
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
日
を
払
込
期
日
又
は
払
込
期
間
と
す

る
株
式
の
発
行
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
資
本
金
の
額
を
当

該
株
式
発
行
に
よ
り
増
加
す
る
資
本
金
の
額
と
同
額
分
減

少
し
、
一
億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
七
日

掲
載
頁

二
十
五
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
六
番
一
号
新
宿
住

友
ビ
ル
一
八
階
グ
ロ
ー
ス
新
宿株

式
会
社
ウ
タ
イ
テ

代
表
取
締
役

倉
田

将
志

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
千
二
百
七
十
六
万
六
千
五
百

三
十
四
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
左
記
の
と
お

り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
六
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
丁
目
二
番
一
号
住
友
不
動

産
虎
ノ
門
タ
ワ
ー
一
三
階

株
式
会
社
ｉ
ｉ
ｂ
ａ

代
表
取
締
役

秦

奈
菜
（

澤

奈
菜
）

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
億
七
千
七
百
五
十
万
円
減

少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
八
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

神
奈
川
県
川
崎
市
川
崎
区
殿
町
三
丁
目
二
五
番
一

六
号

Ｃ
Ｙ
Ｂ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｓ

Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｃ
Ａ

Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｎ
Ｏ
Ｖ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ

Ｂ
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ

三
二
六

株
式
会
社
Ｐ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｓ

代
表
取
締
役

金
井

智
彦





令和年月日 水曜日 第号官 報
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
一
万
円
減
少
し
て
一
億

円
と
し
、
減
少
額
全
額
を
資
本
準
備
金
と
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
十
月
二
十
日

掲
載
頁

六
十
七
頁
（
号
外
第
二
三
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

名
古
屋
市
熱
田
区
千
年
一
丁
目
一
一
番
三
号

株
式
会
社
Ｌ
ｉ
ｖ
Ｅ
Ｑ
ｕ
ａ
ｌ
ｉ
ｔ
ｙ
大
家
さ
ん

代
表
取
締
役

岡
本

拓
也

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
億
五
千
万
円
減
少
し
三

億
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
増
額
い
た
し
ま

す
の
で
、
効
力
発
生
日
後
の
資
本
金
の
額
は
同
日
前
を
下

回
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。
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令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

大
阪
市
北
区
堂
島
一
丁
目
五
番
一
七
号

株
式
会
社
Ｓ
Ｅ
Ｒ
Ｉ
Ｏ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

井
村

敬

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
七
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に

い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
日

掲
載
頁

一
五
八
頁
（
号
外
第
一
五
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

兵
庫
県
尼
崎
市
潮
江
一
丁
目
一
六
番
一
号

ヤ
ン
マ
ー
マ
ル
シ
ェ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山
岡

照
幸

資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
万
円
減
少
し
九
百
九
十
九

万
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

香
川
県
高
松
市
松
縄
町
一
一
三
一

四
六

Ｇ
ｏ
ｍ
ｅ
ｚ
ｕ
合
同
会
社

代
表
社
員

中
込

吉
恒

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
効
力
発
生
日
と

す
る
株
式
会
社
マ
イ
デ
ィ
ア
と
の
株
式
交
換
に
よ
り
、
資

本
準
備
金
の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
そ
の

増
加
額
全
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
緑
区
大
字
大
間
木
八
三
〇
番

地
一

マ
イ
デ
ィ
ア
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

代
表
取
締
役

太
田

知
治

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
三
十
日
を
効
力
発
生
日
と
す

る
株
式
会
社
ゼ
ロ
エ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
東
京
都
八
王
子
市
大

和
田
町
五
丁
目
一
番
二
一
号
）
と
の
株
式
交
換（
以
下「
本

株
式
交
換
」
と
い
う
。）に
よ
り
資
本
準
備
金
の
額
が
増
加

す
る
こ
と
を
停
止
条
件
と
し
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
り
増

加
す
る
資
本
準
備
金
の
額
の
全
額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
八
王
子
市
大
和
田
町
五
丁
目
一
番
二
一
号

株
式
会
社
ゼ
ロ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

永
長

照
敏

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、資
本
準
備
金
の
額
を
金
二
億
二
千
五
百
万
円
、

利
益
準
備
金
の
額
を
金
百
二
十
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
://leo

tex
.co
.jp

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
新
宿
区
西
落
合
二
丁
目
一
八
番
二
〇
号

ナ
レ
ッ
ジ
パ
ー
ク
落
合
ビ
ル

株
式
会
社
レ
オ
テ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

松
井

和
博

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
を
効
力
発
生
日
と
す
る

三
共
リ
ー
ス
株
式
会
社
及
び
中
央
リ
ー
ス
株
式
会
社
と
の

株
式
交
換
（
以
下
「
本
株
式
交
換
」）に
よ
り
資
本
準
備
金

の
額
が
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
資
本
準
備
金
の

額
に
つ
い
て
、
本
株
式
交
換
に
よ
る
資
本
準
備
金
の
増
加

額
を
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
十
五
頁
（
号
外
第
三
十
三
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

岡
山
市
北
区
青
江
四
丁
目
五
番
一
五
号

エ
フ
ユ
ー
レ
ン
タ
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

日
笠

保
彦

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
千
七
百
八
十
五
万
三
千
四

十
二
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
二
千
五
十
四
万
二
千

三
百
六
十
七
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
二
億
五
千

八
百
七
万
六
千
二
百
五
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
五
号

株
式
会
社
ス
マ
ー
ト
ラ
ウ
ン
ド

代
表
取
締
役

砂
川

大

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
二
十
九
億
一
千
三
百
九
十
三

万
一
千
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
十
六
億
六
千
三
百
九

十
三
万
一
千
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
海
岸
一
丁
目
九
番
一
八
号

株
式
会
社
Ｌ
Ａ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

脇
田

栄
一

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
億
六
七
八
二
万
六
三
〇
〇

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
六
七
八
二
万
六
三
〇
〇
円

減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
五
千
万
円
、
五
千
万
円
と
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
要
旨
は
令
和
八
年
一
月
二

十
八
日
付
け
官
報
号
外
第
十
八
号
八
十
六
頁
に
掲
載
し
て

お
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
赤
坂
三
丁
目
一
七
番
三
号

Ｍ
ｅ
ｔ
Ｃ
ｏ
ｍ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

近

義
起

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
資
本
金
の
額
を
一
億
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を

一
億
二
千
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://w

w
w
.step

o
u
t.co
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
一
丁
目
一
六
番
一
五
号

株
式
会
社
ス
テ
ッ
プ
ア
ウ
ト

代
表
取
締
役

北
條

拓

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
十
七
億
五
千
八
百
九
十
四
万

三
千
九
百
五
十
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
八
億
七
百
六

十
一
万
三
千
九
百
五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

金
融
商
品
取
引
法
に
よ
る
有
価
証
券
報
告
書
提
出
済
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
神
田
錦
町
二
丁
目
二
番
一
号

株
式
会
社
モ
ル
フ
ォ

代
表
取
締
役

平
賀

督
基





令和年月日 水曜日 第号官 報
資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
四
十
五
億
三
千
七
百
五
十
万

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
十
五
億
三
千
七
百
五
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
に
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
大
手
町
二
丁
目
三
番
一
号

Ｉ
ｎ
ｔ
ｒ
ａ

Ａ
ｓ
ｉ
ａ

Ｍ
ａ
ｒ
ｉ
ｎ
ｅ

Ｎ
ｅ
ｔ
ｗ
ｏ
ｒ
ｋ
ｓ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

佐
藤

吉
雄

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
三
十
三
億
四
千
二
十
万
千
九
百

六
十
三
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
三
十
四
億
五
百
九
十
五

万
千
九
百
六
十
一
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
四
日

掲
載
頁

六
十
五
頁
（
号
外
第
一
七
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
南
池
袋
二
丁
目
九
番
九
号

株
式
会
社
オ
プ
タ

代
表
取
締
役

井
上

明
怜

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
四
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
払
込
期
日
又
は
払
込
期
間
の
末
日
が

到
来
す
る
株
式
の
発
行
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
資
本
金
及

び
資
本
準
備
金
の
額
を
当
該
株
式
発
行
に
よ
り
増
加
す
る

資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
と
同
額
分
減
少
す
る
こ
と

に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

h
ttp
s://p
ix
ied
u
sttech

.co
m
/ja
/a
b
o
u
t -u
s

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
央
区
八
重
洲
二
丁
目
二
番
一
号

ピ
ク
シ
ー
ダ
ス
ト
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

落
合

陽
一

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
四
千
十
八
万
五
千
五
百

五
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
四
億
九
千
三
百
六
十
九

万
五
千
円
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
一
億
円
、
〇
円
と
す
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
八
月
五
日

掲
載
頁

四
十
二
頁
（
号
外
第
一
七
八
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
豊
島
区
西
池
袋
一
丁
目
四
番
一
〇
号

ひ
ま
わ
り
イ
ン
サ
イ
ト
ジ
ャ
パ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鈴
木

盛
太

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
八
千
二
百
二
十
五
万
一

円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
億
八
千
二
百
二
十
五
万
円
減

少
し
、
ま
た
、
令
和
八
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
二
十
五
日
ま
で
の
日
を
払
込
期
日
又
は
払
込
期
間
の

末
日
と
す
る
募
集
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
の
額
及
び

資
本
準
備
金
の
額
が
そ
れ
ぞ
れ
増
加
す
る
こ
と
を
条
件
と

し
て
、
そ
の
増
加
額
全
額
を
減
少
し
、
そ
れ
ぞ
れ
最
終
的

な
資
本
金
の
額
を
一
千
万
円
、
最
終
的
な
資
本
準
備
金
の

額
を
零
円
と
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
九
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
一
五
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
一
丁
目
四
番
一
号

将
来
宇
宙
輸
送
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

畑
田
康
二
郎

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
億
七
千
八
十
四
万
千
三
百

五
十
一
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
億
七
千
八
十
四
万
千

三
百
五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
三
日

掲
載
頁

一
四
六
頁
（
号
外
第
三
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

横
浜
市
鶴
見
区
末
広
町
一
丁
目
一
番
四
三
号

C
o
reT
issu
e
B
io
E
n
g
in
eerin

g 株
式
会
社

代
表
取
締
役

城
倉

洋
二

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
億
七
千
五
百
万
円
、
資
本

準
備
金
の
額
を
五
億
七
千
五
百
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い

た
し
ま
し
た
。

効
力
発
生
日
は
令
和
八
年
三
月
二
十
七
日
で
す
。

た
だ
し
、
同
時
に
株
式
の
発
行
に
よ
り
資
本
金
及
び
資

本
準
備
金
を
増
額
い
た
し
ま
す
の
で
、
効
力
発
生
日
の
後

の
資
本
金
及
び
資
本
準
備
金
の
額
は
同
日
前
を
下
回
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
株
主
総
会
の
決
議
を
経
ず
に
決
定
し
て
お

り
ま
す
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
一
月
三
十
日

掲
載
頁

一
六
〇
頁
（
号
外
第
二
十
一
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

鳥
取
県
米
子
市
富
益
町
八
八
番
地
一

米
子
製
鋼
株
式
会
社

代
表
取
締
役

井
上

昭
彦

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
一
億
六
千
九
百
六
十
六
万
七

千
七
百
九
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
十
億
六
千
六
百
九
十

七
万
八
千
九
百
五
十
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
八
年
二
月
十
七
日

掲
載
頁

九
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

沖
縄
県
那
覇
市
真
嘉
比
二
丁
目
五
番
一
六
号

株
式
会
社
Ｐ
ａ
ｙ
ｋ
ｅ

代
表
取
締
役

古
田

奎
輔

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
三
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
十
七
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令

和
八
年
三
月
二
十
七
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る

議
決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し

ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

新
潟
県
柏
崎
市
松
美
二
丁
目
五
番
六
八
号

株
式
会
社
柏
新
商
会

代
表
取
締
役

吉
田

孝
継

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
六
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

横
浜
市
鶴
見
区
駒
岡
一
丁
目
二
七
番
一
六
号

今
井
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

今
井
新
一
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

三
重
県
鈴
鹿
市
池
田
町
櫛
引
一
一
四
〇
番
地

イ
ケ
ダ
ア
ク
ト
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
中

康
介

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
三
千
四
百
五
十
四
億
七
千
六

百
四
十
四
万
二
千
五
百
六
十
五
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を

三
千
四
百
五
十
五
億
五
千
百
四
十
四
万
二
千
五
百
六
十
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

日
刊
工
業
新
聞

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
七
月
二
十
四
日

掲
載
頁

二
頁

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

沖
縄
県
名
護
市
東
江
五
丁
目
五
番
三
五
号

Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ａ
Ｒ
Ｉ

Ｔ
Ｓ
Ｕ
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｎ

Ｉ
Ｎ
Ｖ

Ｅ
Ｓ
Ｔ
Ｍ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ｓ

Ｏ
Ｋ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｗ
Ａ
株
式

会
社

代
表
取
締
役

櫻
岡

知

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
八
年
三
月
十
七
日
付
で
株
券
を
発
行
す

る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た

の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

三
重
県
鈴
鹿
市
池
田
町
一
一
四
〇
番
地
の
六

株
式
会
社
イ
ケ
ダ
エ
ス
テ
ー
ト

代
表
取
締
役

田
中

久
司





正

誤

ペ
ー
ジ
段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

一
六
下
改
正
前
欄

終
り
か
ら九
異
る

異
な
る

一
九
上
改
正
後
欄

〃

三
情
報
処
理
推
進

情
報
処
理
推
進
債

券

（
原
稿
誤
り
）

二
下

一
七
一
年
一
日

一
月
一
日

令和年月日 水曜日 第号官 報
出
資
一
口
の
金
額
減
少
公
告

令
和
七
年
九
月
二
十
六
日
開
催
の
本
組
合
通
常
総
会
に

お
い
て
、
出
資
一
口
金
十
万
円
を
、
一
口
金
一
万
円
に
減

少
す
る
こ
と
と
し
、
現
在
の
一
口
金
十
万
円
の
出
資
は
十

口
金
十
万
円
と
す
る
旨
決
議
し
ま
し
た
。つ
き
ま
し
て
は
、

来
る
三
月
二
十
五
日
ま
で
に
本
決
議
に
対
し
異
議
申
し
出

が
な
い
と
き
は
、
異
議
が
な
い
も
の
と
み
な
し
ま
す
。

以
上
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
第
五
十
六
条
の
二
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
致
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
一
丁
目
五
一
番
一
四
号

協
同
組
合
エ
ム
・
ビ
ー
・
シ
ー
総
合
研
究
所

代
表
理
事

志
磨

宏
彦

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
六
十
五
億
円
減
少
す
る

こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
要
旨
は
令
和
八
年
一
月
二
十
日
付
官
報

の
号
外
第
十
二
号
二
一
六
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

キ
ン
グ
ダ
ム
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
十
六
億
二
千
二
百
九
十
五

万
円
減
少
し
て
二
千
四
百
九
十
五
万
円
と
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
八
十
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ

Ｈ
ｅ
ｉ
ｓ
ｅ
ｉ
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
第
百
九
条
に

基
づ
き
、
優
先
資
本
金
の
額
を
一
億
二
千
七
百
五
十
五
万

円
減
少
し
て
十
三
億
六
千
四
百
五
万
円
と
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
四
月
十
七
日

掲
載
頁

八
十
頁
（
号
外
第
八
十
七
号
）

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
四
番
一
号
東
京

共
同
会
計
事
務
所
内

Ｓ
Ｃ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
ド
ミ
ト
リ
ー
特
定
目
的
会
社

取
締
役

髙
山

知
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
七
百
四
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
１
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
八
千
四
百
九
十
万
円

減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
及

び
損
益
計
算
書
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.k
o -k
o
k
u
.jp
/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
２
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
金
一
億
二
千
七
百
五
十

万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ

ん
。令

和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
一
丁
目
二
〇
番
二
号
七
〇

四
号
室
嶋
本
公
認
会
計
士
事
務
所
気
付

Ｇ
Ｊ
Ｄ
Ｃ
Ｖ
３
特
定
目
的
会
社

取
締
役

鈴
木

伸
也

優
先
資
本
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
優
先
資
本
金
の
額
を
八
十
五
億
二
千
四
百
十

五
万
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
当
社
の
最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
の

開
示
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

h
ttp
://w
w
w
.a
sa -ep

n
.jp
/ir/00001023/28ch

/

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
三
丁
目
二
二
番
一
〇

二
〇

一
号

特
定
目
的
会
社
ベ
ン
チ
ャ
ー
Ｃ

取
締
役

松
澤

和
浩

訂
正
公
告

令
和
八
年
二
月
十
七
日
（
本
紙
第
一
六
四
八
号
）
掲
載

の
合
併
公
告
中
、「
甲
は
会
社
法
第
七
九
六
条
第
一
項
、
乙

は
同
第
七
八
四
条
第
二
項
」
と
あ
る
は
「
甲
は
会
社
法
第

七
九
六
条
第
二
項
、
乙
は
同
第
七
八
四
条
第
一
項
」
の
誤

り
に
つ
き
訂
正
し
ま
す
。

令
和
八
年
二
月
二
十
五
日

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
二
丁
目
七
番
二
号

（
甲
）
エ
ム
キ
ャ
ッ
プ
十
七
号
株
式
会
社

代
表
取
締
役

市
原

康
隆

東
京
都
千
代
田
区
東
神
田
二
丁
目
五
番
一
五
号

（
乙
）
ジ
ェ
イ
フ
ィ
ル
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

髙
岡

祐
介

令
和
七
年
八
月
一
日
（
号
外
第
百
七
十
六
号
）
公
布
デ

ジ
タ
ル
庁
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
（
独
立
行
政
法
人
情

報
処
理
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に

人
事
管
理
に
関
す
る
命
令
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令
）

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日
公
布
厚
生
労
働
省
令
第
百
十

三
号
（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
）

平
成
二
十
九
年
十
二
月
二
十
八
日
（
号
外
第
二
百
八
十

四
号
）
文
部
科
学
省
告
示
第
百
八
十
二
号
（
技
術
士
法
施

行
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
第
一
次
試
験
の
専
門
科
目
の
範

囲
及
び
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
の
内
容
を
定
め
る
件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
）

（
原
稿
誤
り
）

九
〇
ペ
ー
ジ
下
段
二
行
目
か
ら
四
行
目
は
次
の
と
お
り

の
誤
り
。

技
術
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
九
年
総
理
府
令
第
五

号
）
第
五
条
第
五
項
及
び
第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
、平
成
十
五
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
三
十
六
号（
技

術
士
法
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
第
一
次
試
験
の
専

門
科
目
の
範
囲
及
び
第
二
次
試
験
の
選
択
科
目
の
内
容
を

定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。


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